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第１章 計画の策定に当たって 

 

【１】計画策定の社会的背景と趣旨 

１ 男女共同参画を取り巻く社会的背景 

昭和 50 年（1975 年）、国連は同年を「国際婦人年」と位置付けました。これが一つの契

機となり、女性の地位向上に向けて、女性の権利や平等について考える動きが世界的に広

がりました。さらに、昭和 52 年（1977 年）には加盟国に対して、女性の権利を尊重し平

等な社会の実現に向けた記念日を設けるよう、呼びかけが行われました。現在では、毎年

３月８日を「国際女性デー」として、世界各地で記念行事や啓発活動が行われています。 

令和７年（2025 年）は「国際婦人年」が位置付けられた歴史的な取組から 50 年の節目

に当たります。 

一方、国内においては、昭和 60 年に「男女雇用機会均等法※１」が成立し、令和７年で

40 年の節目となります。その間、男女共同参画を目指す取組には、一定の成果がうかがえ

ます。しかし、地域社会においては、従来の社会通念や慣習、しきたりなどを背景に、社

会のあらゆる分野で「男性優遇」意識が根強い状況にあります。 

我が国においては、総人口の減少をはじめ出生数の減少や少子高齢化の進行、それに伴

う社会保障費の増加や労働力の減少が危惧されています。現在は第５類に移行した新型コ

ロナウイルス感染症の拡大も、社会に多大な影響を及ぼしてきました。 

社会の持続的な発展のために、男女共同参画社会の形成を推進することは、引き続き重

要な政策課題として位置付けられます。 

そのような中、ＡＩの活用によるＩＣＴ（情報通信技術）の進化や社会全体のデジタル・

トランスフォーメーション（ＤＸ）※２の加速など、先端技術の急速な進展は、産業や働き

方にも大きな変革をもたらそうとしています。また、令和３年の「政治分野における男女

共同参画の推進に関する法律」の改正※３をはじめ、令和５年では「性の多様性に関する法

律※４」の施行、令和６年には「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律※５」や「育

児・介護休業法」の改正※６など、様々な関係法令の改正等も進められています。 

男女共同参画社会の実現に向けた取組は、これまでに積み重ねてきた成果を生かし、ま

た、社会の変化に適切に対応しながら、より実効性のある施策や仕組みづくりを検討して

いく必要があります。 

 

 

 

  

※１「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和 47 年法律第 113 号）」 

※２ デジタル技術の有効な活用を図り、新たな価値を生み出すこと。（Digital Transformation） 

※３「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の一部を改正する法律（令和３年法律第 67 号）」 

※４「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律（令和５年法律第 68 号）」 

※５ 令和４年法律第 52 号 

※６「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正

する法律（令和６年法律第 42 号）」 

 

注：国際的な動きに関する文章には元号と西暦を併記しています。（以下同様） 
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２ 計画策定の趣旨 

本市では、令和３年３月に「第４次にいみ男女共同参画プラン」（以下「第４次計画」と

いう。）を策定しました。この度、第４次計画期間の満了に伴い「第５次にいみ男女共同参

画プラン」（以下「本計画」という。）を策定します。 

本計画は、本市の男女共同参画に関する施策を総合的、計画的に推進していくための「男

女共同参画社会基本法（平成 11 年法律第 78 号）」の規定に基づく「市町村男女共同参画計

画」であり、第４次計画を受け継ぐ計画です。 

なお、本計画は「女性活躍推進法※１」の規定に基づく「市町村推進計画」として、また

「ＤＶ防止法※２」の規定に基づく「市町村基本計画」及び「困難な問題を抱える女性への

支援に関する法律」の規定に基づく「市町村基本計画」を包含しています。 

 

 

 

【２】男女共同参画社会について 

１ 男女共同参画社会の定義について 

「男女共同参画社会基本法」では、男女共同参画社会の定義を「男女が、社会の対等な

構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確

保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することがで

き、かつ、共に責任を担うべき社会」とし、その考え方に基づき５つの基本理念を掲げる

とともに、国や地方公共団体及び国民の役割を示しています。 

 

【 男女共同参画社会基本法の５つの基本理念（概要） 】 

男女の人権の尊重 

・ 男女の個人としての尊厳を重んじ、男女の差別をなくし、

男性も女性も一人の人間として能力を発揮できる機会を確

保する。 

社会における制度又は 

慣行についての配慮 

・ 固定的な性別役割分担意識にとらわれず、男女が様々な活

動ができるよう、社会の制度や慣行の在り方を考える。 

政策等の立案及び 

決定への共同参画 

・ 男女が社会の対等なパートナーとして、あらゆる分野にお

いて方針の決定に参画できる機会を確保する。 

家庭生活における活動 

と他の活動の両立 

・ 男女が対等な家族の構成員として、互いに協力し、社会の

支援も受け、家族としての役割を果たしながら、仕事や学

習、地域活動等ができるようにする。 

国際的協調 

・ 男女共同参画の社会づくりのために、国際社会と共に歩む

ことも大切であることから、他の国々や国際機関と相互に

協力して取り組む。 

 

 

  

※１ 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27 年法律第 64 号）」 

※２ 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成 13 年法律第 31 号）」 
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２ ＳＤＧｓ※１の理念と本計画におけるジェンダー平等の位置付け 

ＳＤＧｓは、平成 27 年（2015 年）９月に国連サミットで採択された、貧困の根絶、不

平等の解消、環境との調和を統合的に進める「持続可能な開発目標」であり、17 のゴール

から構成されています。「誰一人取り残さない」を中核的な理念とし、とりわけ５番目の

「ジェンダー平等※２を実現しよう」は本計画に深く関係します。 

ＳＤＧｓ全体においても「全ての人々の人権を実現し、ジェンダー平等と全ての女性と

女児のエンパワーメント※３を達成すること」を目指しており、ジェンダー平等の実現はＳ

ＤＧｓ全体に横断する重要な目標となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※１ 持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals） 

※２ 性別にかかわらず、誰もが平等に責任や権利、機会を分かち合い、あらゆる物事を一緒に決めていくこと。 

※３ 自らの意識と能力を高め、社会のあらゆる分野で能力を発揮し、行動していくこと。 
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【３】男女共同参画に関する国内の動き 

１ 第６次男女共同参画基本計画の策定 

国においては、令和●年●月に「第６次男女共同参画基本計画」が閣議決定されました。 

「第６次男女共同参画基本計画」においては、我が国における経済、社会環境や国際情

勢の変化、我が国が主体的に参画してきたジェンダー平等に係る多国間の合意等の着実な

履行、実施の観点も踏まえ、目指すべき社会として改めて次の４つを提示し、その実現を

通して「男女共同参画社会基本法」が目指す男女共同参画社会の形成を促進することとし

ています。 

 

 

① 男女が自らの意思に基づき、個性と能力を十分に発揮できる、公正で多様性に富ん

だ、活力ある持続可能な社会 

② 男女の人権が尊重され、尊厳を持って個人が生きることのできる社会 

③ 仕事と生活の調和が図られ、男女が共に充実した職業生活、その他の社会生活、家庭

生活を送ることができる社会 

④ あらゆる分野に男女共同参画・女性活躍の視点を取り込み、国際社会と協調する社会 

 

２ 女性版骨太の方針２０２５の策定  

令和７年６月、政府の「すべての女性が輝く社会づくり本部」及び「男女共同参画推進

本部」の合同会議において「女性活躍・男女共同参画の重点方針２０２５（女性版骨太の

方針２０２５）」が決定されました。 

この方針では、我が国の女性活躍、男女共同参画を持続的に推進していくため、地方に

おける人口減少、女性の転出超過という課題を踏まえ「女性に選ばれる地方」を実現する

ことが急務となっており、女性がやりがいを持って取り組める仕事の創出をはじめ、女性

にとって魅力的な職場づくり、そのための人材確保、育成及びその体制づくり等に取り組

むとしています。 

 

 

Ⅰ 女性に選ばれ、女性が活躍できる地域づくり 

Ⅱ 全ての人が希望に応じて働くことができる環境づくり 

Ⅲ あらゆる分野の意思決定層における女性の参画拡大 

Ⅳ 個人の尊厳が守られ、安心・安全が確保される社会の実現 

Ⅴ 女性活躍・男女共同参画の取組の一層の加速化 

 

  

【 第６次男女共同参画基本計画における目指すべき社会 】 

【 女性活躍・男女共同参画の重点方針２０２５ 】 
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３ 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律※１の改正 

我が国においては、政治分野への女性の参画は進んでいるものの、諸外国に比べると大

きく遅れています。性別にかかわらず立候補や議員活動等をしやすい環境の整備が求めら

れている社会的背景を踏まえ、令和３年６月に「政治分野における男女共同参画の推進に

関する法律の一部を改正する法律（令和３年法律第 67 号）」が施行されました。 

この改正では、政党その他の政治団体には、男女の候補者数の目標設定や候補者選定方

法の改善、セクシュアルハラスメント対策などに自主的に取り組むことを促す規定が示さ

れるとともに、国、地方公共団体には、それらの環境の整備等の施策を講ずる責務が明確

に示されました。 

 

 

１ 政党その他の政治団体の取組の促進 

・ 候補者の選定方法の改善、候補者にふさわしい人材の育成 

・ 各種ハラスメント対策 等 

２ 国・地方公共団体の施策の強化 

・ 議会における家庭生活との両立に向けた支援のための環境の整備 

・ 人材の育成 等 

３ 関係機関の明示 

４ 国・地方公共団体の責務等の強化 

 

 

４ 育児・介護休業法※２の改正 

令和６年５月に「改正育児・介護休業法」が公布されました。 

この改正では、男女が共に仕事と育児、介護を両立できるよう、子どもの年齢に応じた

柔軟な働き方を実現するための措置の拡充をはじめ、育児休業の取得状況について公表義

務の対象を拡大することや次世代育成支援対策の推進、強化、介護離職防止のための仕事

と介護の両立支援制度の強化等の措置を講ずるとし、令和７年４月から段階的に施行され

ています。 

 

 

１ 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充 

２ 育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進、強化 

３ 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等 

 

 

 

  

【 「育児・介護休業法」改正の概要（要旨） 】 

【 「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」改正の概要（要旨） 】 

※１ 平成 30 年法律第 28 号 

※２ 平成３年法律第 76 号 
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５ 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 

令和６年４月に「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が施行されました。

この法律は、女性が日常生活又は社会生活を営むに当たって、女性であることで様々な困

難な問題に直面することが多い現状を踏まえ、困難な問題を抱える女性の福祉の増進を図

るための支援施策を推進することによって、人権が尊重され、女性が安心して、自立して

暮らせる社会の実現をその目的としています。 

 

 

１ 困難な問題を抱える女性が、それぞれの意思が尊重されながら、抱えている問題及び

その背景、心身の状況等に応じた最適な支援を受けられるようにすることにより、そ

の福祉が増進されるよう、その発見、相談、心身の健康の回復のための援助、自立し

て生活するための援助等の多様な支援を包括的に提供する体制を整備すること。 

２ 困難な問題を抱える女性への支援が、関係機関及び民間の団体の協働により、早期か

ら切れ目なく実施されるようにすること。 

３ 人権の擁護を図るとともに、男女平等の実現に資することを旨とすること。 

 

 

６ 性の多様性に関する法律 

令和５年６月に「性の多様性に関する法律」が施行されました。 

この法律は、性的指向及びジェンダーアイデンティティ（性の自己認識）の多様性に関

する基本理念を定めるとともに、国及び地方公共団体の役割を定め、基本計画の策定等を

通して、多様性に寛容な社会の実現に資することを目的としています。 

 

 

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関す

る施策は、全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、

等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念

にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあっ

てはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生す

る社会の実現に資することを旨として行われなければならない。 

 

 

  

【 「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」の基本理念（要旨） 】 

【 「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」の基本理念 】 
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７ 岡山県の動き 

岡山県では、令和８年３月に「第６次おかやまウィズプラン」を策定し「性別にとらわ

れず、一人ひとりの価値観に基づいた多様な生き方が尊重され、それぞれの能力や個性を

あらゆる分野で十分発揮できる社会の実現を目指す」としています。 

 

 

 

目標と基本的な視点 

目標 「男女が共に輝くおかやまづくり」 

基本的な視点 

① 男女の人権の尊重とパートナーシップの確立 

②「社会的・文化的に形成された性別」（ジェンダー）に気づく視点 

③ 女性のエンパワーメントの促進とチャレンジ支援 

④ さまざまな主体との協働の推進 

基本目標と重点目標 

基本目標Ⅰ 

男女共同 

参画社会の 

基盤づくり 

重点目標１ 固定的な性別役割分担意識の解消や無意識の思い込み（ア

ンコンシャス・バイアス）に対する気付きの促進 

重点目標２ 男女共同参画に関する情報収集と調査・研究の推進 

重点目標３ 男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育・学習の充実 

重点目標４ 男性にとっての男女共同参画の推進 

基本目標Ⅱ 

男女の人権が 

尊重される 

社会の構築 

重点目標５ 性別に基づくあらゆる暴力の根絶 

重点目標６ 情報化社会における女性の人権の尊重 

重点目標７ 生涯を通じた女性の健康支援 

重点目標８ 生活上のさまざまな困難を抱える人々が安心して暮らせる

環境づくり 

重点目標９ 男女共同参画の視点に立った防災・復興の推進 

基本目標Ⅲ 

男女が共に 

活躍する 

社会づくり 

重点目標 10 政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

重点目標 11 さまざまな分野・産業における女性の活躍の場の拡大 

重点目標 12 雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保 

重点目標 13 女性のチャレンジ支援 

重点目標 14 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現 

重点目標 15 若者・女性にも魅力ある地域の創出・発信 

 

 

  

【 「第６次おかやまウィズプラン」の施策体系 】 
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第２章 計画の概要 

 

【１】計画の位置付け 

本計画は「男女共同参画社会基本法」をはじめ「女性活躍推進法」「ＤＶ防止法」「困難

な問題を抱える女性への支援に関する法律」の規定に基づく、市町村の基本的な計画です。 

また、本市の最上位計画である「第３次新見市総合計画～行動計画（後期）～」をはじ

め「新見市デジタル田園都市国家構想総合戦略」「新見市地域福祉計画」「新見市子ども・

子育て支援事業計画」や「新見市特定事業主行動計画」「新見市地域防災計画」等、関連す

る他の部門計画との整合に配慮するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

岡山県 

国 

根拠法 

○ 「男女共同参画社会基本法」 

○ 「女性活躍推進法（女性の職業生活における活躍の推進に関する法律）」 

○ 「ＤＶ防止法（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律）」 

○ 「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」 

○ 男女共同参画基本計画 

○ 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針 

○ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本的な方針 

○ 岡山県男女共同参画の促進に関する条例 

○ 第６次おかやまウィズプラン 

○ 岡山県配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画 

新見市 

【 本計画 】 

第５次にいみ男女共同参画プラン 

 

 

 

 

関連他計画 
連携・調整 

【 本計画の位置付け 】 

第３次新見市総合計画 ～ 行動計画（後期）～ 
［ 関連施策 ］ 

行政分野７ 交流・コミュニティ 

７－４ 人権・パートナー 

主要な施策・取組 男女共同参画社会実現のための取組の推進 など 

【 一体的に策定 】 

・ＤＶ防止基本計画 

・女性活躍推進計画 

・困難女性支援基本計画 

新見市男女共同参画まちづくり条例 
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【２】計画の期間 

本計画の期間は、令和８年度から令和 12 年度までの５年間と定めます。最終年度に、そ

れまでの取組の点検、評価を行い次期計画につなぎます。 

なお、社会情勢の変化や制度等の改正、本市の現状の変化等により、適宜、内容につい

ての見直しを行う場合があります。 

 

【３】計画の策定体制 

 

１ 新見市男女共同参画審議会における審議 

本計画の策定に当たっては、学識経験者をはじめ各種団体、組織の関係者などから構成

される「新見市男女共同参画審議会」に諮り、計画の原案や重要事項等を審議しました。 

 

２ アンケート調査の実施 

計画の策定に当たって、本市在住の 18 歳以上の市民を対象としたアンケート調査を行

い、男女共同参画に関する意見や問題点、ニーズ等を調査し、施策を検討する上での基礎

資料としました。 

 

 新見市 男女共同参画に関する市民意識調査 

調査対象 18 歳以上の市民 

調査方法 郵送配布～郵送回収、インターネットによる回答 

調査期間 令和７年９月 

回答状況 

配布数 1,000 件 

有効回答数 429 件（インターネットによる回答 92 件を含む） 

有効回答率 42.9％ 

 

 

３ パブリックコメント（意見公募）の概要 

本計画の素案を市役所（支所を含む。）の窓口及び市のホームページで公開し、パブリッ

クコメントを実施しました。 

 

 

 

 

  



10 

第３章 男女共同参画を取り巻く本市の現状と課題 

【１】統計でみる男女共同参画を取り巻く本市の現状 

１ 人口等の現状 

本市の人口は減少傾向にあり、令和７年３月現在 25,571 人となっています。世帯数も緩

やかな減少傾向にあり、１世帯当たりの人口数を示す世帯人員は、令和２年の 2.27 人から

令和７年で 2.06 人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 人口・世帯数の推移 】 

28,786 28,194 27,520 26,894 26,258 25,571

12,706 12,719 12,630 12,600 12,523 12,393

2.27 
2.22 2.18 

2.13 2.10 
2.06 

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

2.20

2.40

2.60

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年

人口 世帯数 世帯人員（人/世帯）

（人/世帯）（人、世帯）

【 人口・世帯数増減率 】 

100.0 
97.9 

95.6 

93.4 

91.2 
88.8 

100.0 100.1 99.4 99.2 98.6 
97.5 

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年

人口増減率 世帯数増減率
（％）

注：増減率は、令和２年を 100 とした場合の各年の割合を示している。 

資料：住民基本台帳（各年３月末日現在） 



11 

 

出生と死亡の差からみる「自然動態」は近年、死亡者数が出生数を上回り、マイナスで

推移しています。また、転入と転出からみる「社会動態」についても、市外への転出者数

が市内への転入者数を上回る転出超過傾向にあります。 

令和６年では、合計 721 人の人口減少となっています。 

 

【 人口動態 】 （単位：人） 

  

  自然動態  社会動態 人口動態 

出生数 

（a） 

死亡者数

（b） 
（c） 転入（d） 転出（e） （f） （g） 

令和４年 107 584 -477 625 740 -115 -592 

令和５年 86 545 -459 717 858 -141 -600 

令和６年 91 565 -474 639 886 -247 -721 

 

 

 

令和６年の人口移動状況をみると、20 代前半の転出が目立っており、就職などを機に転

出していることがうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 転入・転出超過数 】 

1 

-10 -9 
-19 

-150 

-10 

-40 

-12 -19 

7 6 1 6 12 

-41 

-160

-120

-80

-40

0

40

80

0～

4歳

5～

9歳

10～

14歳

15～

19歳

20～

24歳

25～

29歳

30～

34歳

35～

39歳

40～

44歳

45～

49歳

50～

54歳

55～

59歳

60～

64歳

65～

69歳

70歳

以上

（人）

4 

-5 -1 

-31 

-51 

-8 

-24 

1 

-4 

10 6 7 
0 5 

-9 -3 -5 -8

12

-99

-2

-16 -13 -15
-3

0

-6

6 7

-32

-120

-80

-40

0

40

0～

4歳

5～

9歳

10～

14歳

15～

19歳

20～

24歳

25～

29歳

30～

34歳

35～

39歳

40～

44歳

45～

49歳

50～

54歳

55～

59歳

60～

64歳

65～

69歳

70歳

以上

男性 女性
（人）

資料：住民基本台帳人口移動報告（令和６年） 

注：(c)=(a)-(b)、(f)=(d)-(e)、(g)=(c)+(f) 

資料：住民基本台帳に基づく人口動態（総務省） 
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本市の年齢別人口をみると、令和７年では「年少人口（14 歳以下）」の割合が 8.3％、「生

産年齢人口（15～64 歳）」が 47.4％、「高齢者人口（65 歳以上）」が 44.3％となっていま

す。 

高齢者人口の割合（高齢化率）は、令和２年の 41.7％から令和７年で 44.3％と増加して

おり、男性に比べ女性の高齢化率が高くなっています。一方、年少人口は減少しており、

本市においても少子高齢化の進行がうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢を５歳階級別でみると、男女共に 70 代のいわゆる「団塊の世代」が、本市の人口の

多数を占めており、80 歳以上になると、女性の人口が男性を大きく上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 年齢別人口構成比 】 

9.6

8.3

10.7

9.1

8.6

7.5

48.7

47.4

52.4

51.2

45.3

44.0

41.7

44.3

36.8

39.7

46.1

48.5

凡例（％）

令和２年

令和７年

令和２年

令和７年

令和２年

令和７年

年少人口

（14歳以下）

生産年齢人口

（15～64歳）

高齢者人口

（65歳以上）

男
性

女
性

資料：住民基本台帳（各年３月末日現在） 

【 年齢５歳階級別人口（人口ピラミッド） 】 

男性

（人） １００歳以上

90歳以上 ９５～９９歳

85～89歳 ９０歳以上

80～84歳 ８５～８９歳

75～79歳 ８０～８４歳

70～74歳 ７５～７９歳

65～69歳 ７０～７４歳

60～64歳 ６５～６９歳

55～59歳 ６０～６４歳

50～54歳 ５５～５９歳

45～49歳 ５０～５４歳

40～44歳 ４５～４９歳

35～39歳 ４０～４４歳

30～34歳 ３５～３９歳

25～29歳 ３０～３４歳

20～24歳 ２５～２９歳

15～19歳 ２０～２４歳

10～14歳 １５～１９歳

5～9歳 １０～１４歳

0～4歳 ５～９歳

０～４歳

385

517

674

1,059

1,174

1,056

878

707

829

748

599

576

431

417

523

568

489

379

253

05001,0001,500

【 男性 】

1,065

989

977

1,181

1,164

1,076

892

717

747

652

552

481

369

390

551

505

408

345

248

0 500 1,000 1,500

【 女性 】

性・年齢５歳階級別人口（人）（人口ピラミッド）

資料：住民基本台帳（令和７年３月末日現在） 



13 

 

本市の人口は、減少で推移すると予測されています。 

年齢３区分別に人口推計をみると、生産年齢人口の減少が目立っており、令和 22 年には

高齢者人口が生産年齢人口を上回ると推計されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 将来推計人口 】 

実績← →推計

38,492

28,079

18,488

14,693

5,199

2,676
1,335

1,013

21,659

13,644

8,484（生産年齢）
6,458

11,634

11,606
8,669（高齢者）

7,222

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

平成12

（2000）

平成17

（2005）

平成22

（2010）

平成27

（2015）

令和２

（2020）

令和７

（2025）

令和12

（2030）

令和17

（2035）

令和22

（2040）

令和27

（2045）

令和32

（2050）

総人口

年少人口（14歳以下）

生産年齢人口（15～64歳）

高齢者人口（65歳以上）

（人）

（年）

注１：平成 12 年は合併前の人口を合算 

注２：総人口は年齢不詳を含む。 

資料：平成 12 年～令和２年は国勢調査、令和７年以降は国立社会保障・人口問題研究所（令和５年推計） 
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２ 婚姻の状況 

本市の未婚者数と既婚者数を年齢別にみると、男性の場合、20 代後半までは未婚者数が

既婚者数を大きく上回っていますが、30 代後半になると逆転することから、30 代が婚姻の

中心的年齢層であることが分かります。女性の場合は、30 代前半で既婚者数が未婚者数を

大きく上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 年齢別未既婚者数と未婚率 】 

700 

394 
348 

312 
267 

237 219 
178 157 

175 

1 10

97

236

341

493
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517
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901

99.9 
97.5 

78.2 
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43.9 
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【 男性 】
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63 

40 
1 26

143
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資料：国勢調査（令和２年） 
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令和２年における本市の未婚率は、平成 22 年に比べ、男女共に増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 就労状況 

本市の 15 歳以上の労働力人口をみると、男女共に減少傾向にあります。労働力率は、男

性は減少傾向にありますが、女性は近年、緩やかな増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 未婚率（経年比較） 】 

資料：国勢調査 

【 労働力人口・労働力率の推移 】 

11,182 10,626
9,421 8,442 7,7818,203 7,955

6,929 6,519 6,373

71.4 72.0 
67.6 66.1 65.5 

46.5 47.2 
43.3 45.0 47.7 
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10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

男性 労働力人口 女性 労働力人口

男性 労働力率 女性 労働力率
（人） （％）

注：平成 12 年は合併前の労働力人口を合算 

資料：国勢調査 
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４ 就業率 

令和２年における本市の女性の就業率をみると、平成 22 年に比べ全体的に増加傾向に

あり、結婚して子どもができても働き続ける女性が増えていることがうかがえます。また、

平成 22 年では、30 代の子育て世代の就業率が一旦低下する「Ｍ字カーブ※」の状況がみら

れましたが、令和２年ではその傾向は緩やかな「台形」に変化しつつあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市の女性の就業率は、岡山県や国の平均を大きく上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 女性の就業率（経年比較） 】 

資料：国勢調査 

【 女性の就業率（県・国比較） 】 

資料：国勢調査（令和２年） 

※ 日本の女性の労働力率を年齢階級別にグラフ化したとき、例えば 30 代前半を谷とし、20 代後半と 30 代後半が山になる

アルファベットのＭのような形になること。 
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本市の女性の就業率を未既婚別でみると、20～30 代では既婚者の就業率は未婚者を下

回っていますが、40 歳を超えると既婚者の就業率が未婚者を上回る状況にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男性の就業率を未既婚別でみると、特に 50 代以降、未婚者と既婚者に大きな差がみられ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 女性の就業率（未既婚別） 】 

資料：国勢調査（令和２年） 

【 男性の就業率（未既婚別） 】 

資料：国勢調査（令和２年） 
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５ 産業別就業者数 

本市の産業別就業者数の構成比をみると、令和２年では第１次産業の割合が 14.4％、第

２次産業が 26.7％、第３次産業が 58.6％となっています。岡山県全体と比べ、第１次産業

の割合は高くなっていますが、第３次産業の割合は低くなっています。 

産業大分類別でみると、男性は「製造業」「建設業」などが女性を大きく上回っており、

女性は男性に比べ「医療・福祉」が多くなっています。 
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0 1,000 2,000

農業・林業
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鉱業・採石業・砂利採取業

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業・郵便業

卸売業・小売業

金融業・保険業

不動産業・物品賃貸業

学術研究・専門・技術サービス業

宿泊業・飲食サービス業

生活関連サービス業・娯楽業

教育・学習支援業

医療・福祉

複合サービス事業

サービス業（他に分類されないもの）

公務（他に分類されるものを除く）

分類不能の産業

系列1

（人）

【 女性 】

【 産業別 15 歳以上就業者数の構成比 】 

14.4 

16.7 

11.6 

4.1 

26.7 

35.1 

16.7 

26.2 

58.6 

47.9 

71.2 

66.6 

0.4 

0.3 

0.5 

3.1 

凡例（％）

新見市

男性

女性

参考／岡山県

第１次産業 第２次産業 第３次産業 分類不能の産業

【 産業大分類別 15 歳以上就業者数 】 

1,235

8

90

937

1,593

29

44

523

741

41

37

113

146

125

290

399

263

394

432
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鉱業・採石業・砂利採取業

建設業
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電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業・郵便業

卸売業・小売業

金融業・保険業

不動産業・物品賃貸業

学術研究・専門・技術サービス業

宿泊業・飲食サービス業

生活関連サービス業・娯楽業

教育・学習支援業

医療・福祉

複合サービス事業

サービス業（他に分類されないもの）

公務（他に分類されるものを除く）

分類不能の産業

（人）

第
１
次

産
業

第
２
次

産
業

第
３
次

産
業

【 男性 】

資料：国勢調査（令和２年） 
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６ 雇用形態別雇用者数 

本市の雇用形態別雇用者数の構成比をみると、令和２年では「正規の職員・従業員」の

割合は、男性が 60.2％、女性が 45.4％と、女性は男性の割合を大きく下回っています。一

方「パート・アルバイト等（派遣社員を含む）」の割合は、男性が 11.4％、女性が 33.7％

と、女性は男性の割合を大きく上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 雇用形態別雇用者数の構成比 】 

60.2 

64.1 

63.7 

45.4 

42.1 

41.1 

11.4 

13.4 

14.3 

33.7 

42.7 

44.5 

6.9 

7.5 

7.5 

2.7 

3.2 

2.9 

21.5 

15.1 

14.5 

18.2 

11.9 

11.5 

凡例（％）

新見市

岡山県

国

新見市

岡山県

国

正規の職員・

従業員

パート・

アルバイト等

役員 その他

【 男性 】

【 女性 】

資料：国勢調査（令和２年） 
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７ 世帯構成 

世帯構成について、平成 22 年から令和２年までの推移でみると「ひとり親と子どもの世

帯」「単身世帯」は増加で推移していますが、世帯人員が多い「三世代世帯」は減少傾向に

あり、世帯規模の縮小傾向がうかがえます。 

また、年齢別に世帯構成をみると、65 歳以上で「夫婦のみの世帯」の割合が高く、29 歳

以下や 75 歳以上で「単身世帯」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 世帯構成の推移 】 

22.6 

23.2 

22.6 

18.7 

18.2 

18.3 

8.0 

8.2 

8.6 

16.4 

13.4 

10.5 

26.0 

29.3 

33.0 

8.4 

7.6 

7.0 

凡例（％）

平成22年

平成27年

令和２年

夫婦のみ

の世帯

夫婦と

子どもの
世帯

ひとり親

と子ども
の世帯

三世代

世帯

単身世帯 その他

資料：国勢調査 

【 年齢別世帯構成 】 

2.6 

7.9 

7.1 

17.7 

34.1 

31.2 

6.2 

48.4 

45.8 

19.4 

13.9 

9.4 

1.4 

10.0 

13.0 

12.2 

7.3 

7.4 

0.2 

5.2 

11.8 

16.1 

11.4 

9.3 

88.3 

26.6 

20.3 

22.9 

24.0 

36.8 

1.3 

1.9 

1.9 

11.7 

9.2 

5.8 

凡例（％）

29歳以下

30代

40代

50～64歳

65～74歳

75歳以上

夫婦のみ

の世帯

夫婦と

子どもの
世帯

ひとり親

と子ども
の世帯

三世代

世帯

単身世帯 その他

資料：国勢調査（令和２年） 
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８ ひとり親家庭の状況（20 歳未満の子どもがいる世帯） 

本市の 20 歳未満の子どもがいるひとり親家庭は、令和２年では 118 世帯となっており、

そのうち大半を母子世帯で占めています。 

 

【 ひとり親家庭の状況 】 
 

平成 22 年 平成 27 年 令和２年 

ひとり親家庭（合計） 152 128 118 

 
母子世帯数 126（82.9％） 113（88.3％） 101（85.6％） 

父子世帯数 26（17.1％） 15（11.7％） 17（14.4％） 
 

 

 

 

９ 高齢者世帯の状況 

本市の 65 歳以上の高齢者がいる世帯の推移をみると、高齢者単身世帯は増加しており、

高齢者同居世帯は減少しています。 

 

【 高齢者世帯数の推移 】 

 
平成 27 年 令和２年 増減率

（％） 世帯数 構成比（％） 世帯数 構成比（％） 

総世帯数 11,613 100.0 11,287 100.0 -2.8 

65 歳以上の高齢者のいる世帯 7,341 63.2 7,104 62.9 -3.2 

 高齢者単身世帯 1,729 14.9 1,878 16.6 8.6 

 高齢者夫婦世帯 1,724 14.8 1,732 15.3 0.5 

 高齢者同居世帯 3,888 33.5 3,494 31.0 -10.1 

 

 

 

  

資料：国勢調査 

資料：国勢調査 
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10 女性の参画の状況 

本市における審議会委員に占める女性割合をみると、令和６年度は国の平均は上回って

いますが、岡山県の平均は下回っています。 

市職員管理職や自治会長に占める女性割合は、岡山県や国の平均を上回って推移してお

り、市議会議員や防災会議委員に占める女性割合は、岡山県や国の平均を下回って推移し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 審議会委員に占める女性割合の推移 】 【 市議会議員に占める女性割合の推移 】 

【 市職員管理職に占める女性割合の推移 】 

29.7 

29.0（市）
27.8 

29.5 

31.4 
30.6 

31.9 31.6 
32.2 32.6 

28.7 

29.1（国） 29.5 
30.1 

30.4 

20.0
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35.0

令和２

年度

令和３
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令和５
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令和６

年度

新見市 岡山県 国
（％）

21.9 22.4 
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新見市 岡山県 国
（％）
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注：国の数値は「市区平均」の値（以下同様） 

資料：内閣府 市区町村女性参画状況見える化マップ（各年度４月１日現在） 

（「市議会議員に占める女性割合の推移」は各年度 12 月末日現在） 
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【 岡山県内の審議会委員及び市職員管理職（課長相当職以上）に占める女性の割合 】 

  

審議会委員 職員管理職 

委員総数 

（人） 

女性委員 

（人） 

女性委員 

割合（％） 

総数 

（人） 

女性 

（人） 

女性管理職 

割合（％） 

岡山市 1,191 535 44.9 398 75 18.8 

倉敷市 1,517 425 28.0 440 50 11.4 

津山市 655 187 28.5 121 20 16.5 

玉野市 298 90 30.2 72 10 13.9 

笠岡市 650 272 41.8 58 6 10.3 

井原市 410 138 33.7 61 5 8.2 

総社市 876 254 29.0 83 13 15.7 

高梁市 489 113 23.1 86 18 20.9 

新見市 303 95 31.4 74 17 23.0 

備前市 388 147 37.9 81 20 24.7 

瀬戸内市 281 83 29.5 64 13 20.3 

赤磐市 301 96 31.9 47 10 21.3 

真庭市 1,064 373 35.1 112 39 34.8 

美作市 202 88 43.6 57 11 19.3 

浅口市 339 106 31.3 37 4 10.8 

岡山県市町村平均 - - 32.6 - - 17.4 

全国市区平均 - - 30.4 - - 18.6 

 

  

【 自治会長に占める女性割合の推移 】 【 防災会議委員に占める女性割合の推移 】 
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資料：内閣府 市区町村女性参画状況見える化マップ（各年度４月１日現在） 

資料：内閣府 市区町村女性参画状況見える化マップ（令和６年４月１日現在） 
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11 ジェンダー・ギャップ指数 

令和７年６月に発表された「ジェンダー・ギャップ指数※」では、我が国は 148 か国中

118 位と前年と同順位となっており、依然としてＯＥＣＤ加盟諸国の中では非常に低い順

位となっています。特に「政治」や「経済」の分野における男女間格差が目立っており、

そのうち「政治」は上位国との差の大きさが目立っています。 

 

【 ジェンダー・ギャップ指数 】 

（148 か国中の順位） 総合スコア 経済 教育 健康 政治 

アイスランド（1 位） 0.926 0.798 0.990 0.960 0.954 

フィンランド（2 位） 0.879 0.815 1.000 0.971 0.728 

ノルウェー（3 位） 0.863 0.776 0.995 0.959 0.721 

英国（4 位） 0.838 0.744 1.000 0.965 0.643 

ドイツ（9 位） 0.803 0.680 0.988 0.966 0.579 

↓ 

フィリピン（20 位） 0.781 0.790 0.988 0.967 0.377 

↓ 

カナダ（32 位） 0.767 0.751 1.000 0.969 0.350 

南アフリカ共和国（33 位） 0.767 0.657 0.996 0.974 0.443 

フランス（35 位） 0.765 0.725 1.000 0.969 0.364 

↓ 

米国（42 位） 0.756 0.762 1.000 0.973 0.291 

シンガポール（47 位） 0.748 0.789 1.000 0.972 0.232 

↓ 

ブラジル（72 位） 0.720 0.662 1.000 0.977 0.240 

ベトナム（74 位） 0.713 0.759 0.972 0.949 0.173 

↓ 

イタリア（85 位） 0.704 0.599 0.998 0.966 0.255 

↓ 

インドネシア（97 位） 0.692 0.668 0.978 0.968 0.153 

韓国（101 位） 0.687 0.608 0.980 0.976 0.182 

中国（103 位） 0.686 0.726 0.935 0.947 0.135 

↓ 

日本（118 位） 0.666 0.613 0.994 0.973 0.085 

↓ 

パキスタン（148 位） 0.567 0.347 0.851 0.959 0.110 

 

 

 

 

  

資料：Ｇｌｏｂａｌ Ｇｅｎｄｅｒ Ｇａｐ Ｒｅｐｏｒｔ 2025 

※ スイスのジュネーブに本部を置く「世界経済フォーラム」が、各国内の男女間の格差を数値化し、順位付けした指数のこと。

経済、教育、健康、政治の分野別の男女比を基に算出する。 
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【２】第４次計画期間における取組内容の点検と評価 

 

本市では、第４次計画に基づいて実行している事業について、ＰＤＣＡサイクルの考え

方を踏まえ、毎年度その進捗状況を点検し、評価しながら次年度の取組に反映させてきま

した。 

ここでは、第４次計画期間における取組内容の点検と評価結果を総括し、今後の課題を

示しています。 

 

【 第４次プランの施策体系 】 

基本目標 基本施策 

【１】人権の尊重と男女共

同参画の意識づくり 

１ 人権を尊重する意識づくり 

２ 男女共同参画を推進するまちづくり 

３ 学びの場における意識づくり 

【２】あらゆる分野におけ

る女性活躍の推進 
（新見市女性活躍推進計画） 

４ 方針決定過程における女性参画の促進 

５ 雇用の機会均等と働きやすい職場環境づくり 

６ ワーク・ライフ・バランスの推進 

【３】家庭や地域における

男女共同参画の推進 

７ 家庭生活における男女共同参画の推進 

８ 地域活動における男女共同参画の推進 

９ 国際理解を通じた男女共同参画の推進 

【４】生涯を通じた健康づ

くりへの支援 

10 ライフステージに応じた健康づくりへの支援 

11 母子保健の充実 

【５】暴力を許さないまち

づくり 
（新見市ＤＶ防止基本計画） 

12 あらゆる暴力の根絶に向けた環境づくり  

13 きめ細かな被害者支援体制の充実 

【６】誰もが安心して暮ら

せる地域社会づくり 

14 地域共生社会の実現に向けた取組  

15 防災・減災分野における男女共同参画の推進 
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基本目標１ 人権の尊重と男女共同参画の意識づくり 

 

基本施策１ 人権を尊重する意識づくり 

【 これまでの主な取組内容 】 

○ 市民団体「にいみフォーラム」との共催により、男女共同参画セミナーを開催 

○ 公民館で人権講座や人権啓発講演会を開催 

○ 性別にとらわれない表現や肖像権、著作権に配慮した各種広報の作成を職員に周知 

○ 市の広報紙やホームページにおいて、男女共同参画への配慮について担当課と秘書広

報課でダブルチェック 

○ 男女共同参画プラザに図書やリーフレットを設置し、性的マイノリティ（性的少数者）

に関する正しい知識を啓発 

○ 性同一性障害に不安を持つ児童・生徒については、小・中学校において、支援委員会や

ケース会議等により個別に対応 

○ 中学校の制服デザインを順次変更 

 

点検・評価結果から見た今後の主な課題 

● 男女共同参画セミナーの開催に当たって、企画内容や広報を工夫し、男性や若い世代

など、幅広い世代の参加を促進する必要があります。 

● 広報の内容については、人権に十分配慮し、男女共同参画の視点に立った表現やデザ

インに引き続き努めることが必要です。 

● 児童・生徒が、道徳の時間等において、異性の尊重や性同一性障害などについて考え

る機会を引き続き設けることが必要です。性同一性障害に不安を持つ児童・生徒につ

いては、本人及び保護者と「合理的な配慮」について確認するほか、個別の事案に応

じてサポートチームを設置し、校内の支援委員会やケース会議等により、本人の心情

等に配慮して対応するための体制の維持が必要です。 

 

基本施策２ 男女共同参画を推進するまちづくり 

【 これまでの主な取組内容 】 

○ 男女共同参画情報紙「りぼん」を発行 

○ 男女共同参画ステップアップ講座や、公民館事業で男性向けの料理教室等を開催 

○ 市の広報紙やホームページ、中央図書館デジタルサイネージを活用した、男女共同参画

プラザの周知活動の実施 

○ 男女共同参画プラザを「にいみフォーラム」の活動の場として提供したほか、市との協

働活動を実施 

○ 「第３次新見市総合計画」に係るアンケートで男女共同参画に関する市民意識や実態を

把握 

○ 小・中学校の学校便り等において男女共同参画を啓発 

○ 各校の実態と発達段階に応じ、児童・生徒や保護者に男女共同参画や人権について学ぶ

機会を提供 
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点検・評価結果から見た今後の主な課題 

● 市のホームページをはじめ、多様な広報媒体を活用し、男女共同参画プラザの周知に

引き続き努める必要があります。 

 

基本施策３ 学びの場における意識づくり 

【 これまでの主な取組内容 】 

○ 男女平等の意識を持ち、一人一人の人権を大切にした教育・保育活動を実施 

○ 性別にかかわらず誰もが互いに人格を尊重し、相手の立場を理解し、助け合う人間形成

をテーマにした学習を小・中学校において実施 

○ 小・中学校において、職員の男女平等の意識や人権意識の高揚を図る研修の実施 

○ 県教育委員会から発出された人権意識の向上に関する文書を回覧で周知 

○ 小・中学校において「ＧＩＧＡワークブックにいみ」の活用を中心として、情報モラル

等を指導するとともに、児童・生徒、家庭、地域が連携し、メディアの使用について考

える場を提供 

○ 新見公立大学で、老若男女問わず学べる公開講座を開催 

○ 性別にとらわれることなく職員の能力や業績により公平に評価できるよう、研修会や

職員掲示板等を通して、職員への公平・公正な人事評価の実施を周知 

 

点検・評価結果から見た今後の主な課題 

● 公開講座等については、引き続き「男女共同参画」の要素を盛り込み、幅広い世代の

市民が学ぶことができる講座の開催を働き掛ける必要があります。 
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基本目標２ あらゆる分野における女性活躍の推進（新見市女性活躍推進計画） 

 

基本施策４ 方針決定過程における女性参画の促進 

【 これまでの主な取組内容 】 

○ 市役所内の職員掲示板等で審議会等の女性委員の比率を増やすよう要請 

○ 女性市職員の積極的な採用や管理職への登用を促進 

○ 中学校において、職員への女性の任用や管理職の女性登用率 30％を推進するとともに、

性別にとらわれず適材適所で教務主任等に抜てきすることを校長会で指示 

○ 岡山県市町村職員研修センターなどへの女性職員の参加を促進 

○ 岡山県男女共同推進センター（ウィズセンター）に講師の紹介を依頼するなど、女性人

材の情報収集と活用を推進 

○ 市役所窓口にポスター等の広報物を設置し、企業や地域活動団体等への啓発や理解の

促進を図るとともに、講座等を周知して参加を促進 

○ おかやま女性農業委員会の会議等で情報を交換し、農業委員への女性登用を促進 

 

点検・評価結果から見た今後の主な課題 

● 審議会等委員の女性比率については、委員改選時に女性の比率を増やすよう、引き続

き市役所内に要請する必要があります。 

● 小・中学校の人事において、引き続き女性職員の採用を促進するとともに、性別にか

かわらず管理職や教務主任等への登用を促進するなど、本人の適性に応じた人事を

推進する必要があります。 

● 団体推薦枠などにおける女性委員の獲得に加えて、多様な機会を活用し、女性の活躍

についての気運の醸成を図ることが必要です。 

 

基本施策５ 雇用の機会均等と働きやすい職場環境づくり 

【 これまでの主な取組内容 】 

○ 「男女雇用機会均等法」や岡山県男女共同参画推進センターの各種講座等に関するポス

ターや広報物を、市役所の窓口に設置して啓発を推進 

○ 市の広報紙やホームページ等で、岡山県女性創業サポートセンターの事業や市の創業

に関する施策を周知 

○ 創業相談や女性創業セミナーの開催等を通して、多様な働き方に関する支援や情報提

供を推進 

○ 家族経営協定の締結や岡山県農業士の女性の認定を推進 
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点検・評価結果から見た今後の主な課題 

● 農林・畜産業等における男女共同参画を促進するため、引き続き家族経営協定締結数

の増加を目指すとともに、岡山県農業士に女性を積極的に推薦するなどの取組を推

進する必要があります。 

● 女性の理工系分野への進出を支援するため、出前授業等の実施が必要です。  

 

基本施策６ ワーク・ライフ・バランスの推進 

【 これまでの主な取組内容 】 

○ 市役所の窓口に啓発ポスター等の広報物を設置し来庁する市民への啓発を推進 

○ ひとり親家庭の自立や就労を支援するため、相談や各種制度の紹介をしたほか、市内の

子育て広場に求人情報を設置し、情報を提供 

○ 介護者の負担軽減を図るため、地域包括支援センターやケアマネジャーが相談支援を

行ったほか、在宅サービスや施設サービス等の情報を提供 

○ 冊子「介護保険サービスのご案内」や市のホームページを随時更新し、最新で正確な情

報を市民に発信 

○ 「長寿社会いきいきガイド」の周知を図るため、民生委員・児童委員や社会福祉協議会

へ配布するとともに、市のホームページに掲載 

○ 所属長への要請やハンドブックによる周知により、市の職員が育児・介護休業制度等を

取得しやすい職場環境づくりを推進 

○ 小・中学校職員の育児・介護休業制度等を校長会で周知するとともに、安心して制度を

利用できる環境の整備を推進 

○ 県の「おかやま子育て応援宣言企業」や国の「くるみん認定企業」等を、市内の事業者

へ周知するとともに、市役所の窓口にポスター等を設置して啓発 

○ 一時保育や病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センターなど多様な保育サービ

スを提供するとともに、放課後児童クラブの安定した運営を支援 

○ 保健師による家庭訪問、乳幼児健診、育児教室など、多様な母子保健事業を実施 

○ 「新見市高齢者保健福祉計画・新見市介護保険事業計画」に基づく介護保険事業の展開

と、円滑な事業の運営を推進 

○ 在宅で高齢者を介護している介護者に、介護手当の支給や介護用品の給付を実施 
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点検・評価結果から見た今後の主な課題 

● 市職員や小・中学校職員が休暇を取得しやすい環境を整備するとともに、特に男性職

員の育児休業の取得を引き続き促進する必要があります。 

● 子育て家庭における子育ての負担感の軽減を図るため、一時保育や病児・病後児保

育、ファミリー・サポート・センターの運営や放課後児童クラブの支援を引き続き実

施する必要があります。 

● 乳幼児健診や育児教室、育児相談等で子育てに関する正しい情報を伝えるとともに、

子どもや保護者に応じた育児相談を行う必要があります。 

● 増加するひとり暮らしの高齢者世帯や高齢者のみの世帯、認知症高齢者のいる世帯

に対し、更なる支援や地域の見守り体制の充実などが必要です。 

● 引き続き在宅介護の経済的な軽減を図るとともに、在宅生活の継続や介護者の仕事、

地域活動などの社会参加と介護の両立を支援することが必要です。 
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基本目標３ 家庭や地域における男女共同参画の推進 

 

基本施策７ 家庭生活における男女共同参画の推進 

【 これまでの主な取組内容 】 

○ 子育て家庭が情報交換や交流ができる子育て広場の開設をはじめ、幼児クラブ同士の

交流事業、幼児クラブへの支援を実施 

○ 福祉フォーラムや福祉にこにこ市の開催、障害者週間啓発街頭キャンペーン等を実施 

○ 働く世代にも参加してもらえるよう、市内の民間企業に呼びかけを行い、認知症サポー

ター養成講座などを開催したほか、男性介護者が抱える悩みにも触れ、男性介護者への

理解や認知を促進 

○ 地区民生委員児童委員協議会において、介護や子育てに関する情報交換を実施 

○ 公民館事業において、男性料理教室や講座を開催 

 

点検・評価結果から見た今後の主な課題 

● 病気や障がいに対する正しい理解を深め、障がいの有無にかかわらず、全ての人に

とって暮らしやすい共生社会の実現を目指し、福祉フォーラムや福祉にこにこ市な

どの啓発活動を引き続き実施する必要があります。 

● 関係機関や地域活動団体、企業等と連携し、介護や地域ボランティア等の社会活動

に、男性がより積極的に参画できる環境づくりを引き続き促進する必要があります。 

● 家庭生活における役割分担や社会生活、職業生活との関わり方を学ぶとともに、主に

女性が担っている介護の負担軽減を図る必要があります。 

 

基本施策８ 地域活動における男女共同参画の推進 

【 これまでの主な取組内容 】 

○ 男女が共に地域活動に参加できるよう、市民運動推進協議会において「にいみクリーン

アップＥｃｏ運動」を実施 

○ 「にいみフォーラム」との共催でセミナーと出前講座を開催 

○ 男女共同参画推進団体である「にいみフォーラム」を支援 

○ 関係団体に対して、地域の困りごとを把握するため市民向けのアンケートやワーク

ショップを開催し、幅広く意見を取り入れるよう助言 

○ チラシやポスター等で広報を行うなど「ひな祭り」「新見もったいない市」等、女性グ

ループを中心とした地域活動を支援 
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点検・評価結果から見た今後の主な課題 

● スポーツ活動における役割分担や社会生活、職業生活との関わり方を学ぶ場の充実

が必要です。 

● 地域活動を行う各種団体に対する活動への支援をはじめ、男女共同参画に関する多

様な情報の提供や助言等を推進し、引き続き地域における男女共同参画社会の形成

を促進する必要があります。 

● 女性グループを中心とした地域活動に対して、男女共同参画に向けた活動の実施を

促進するとともに、引き続き多様な媒体を活用して意識啓発活動を推進する必要が

あります。 

 

基本施策９ 国際理解を通じた男女共同参画の推進 

【 これまでの主な取組内容 】 

○ 市民向けの英語や中国語の講座等を開催 

○ 「国際交流ふれあいデイ」の開催や姉妹都市との交流等を実施 

○ 小・中学校において、教員とＡＬＴ※による共同授業を実施するとともに、国際交流支

援員を活用して、ＡＬＴが安心して職務に専念できる環境づくりを推進 

○ ＡＬＴが各就学前施設を訪問するとともに、小・中学校において自身の出身国の伝統文

化等を紹介 

 

点検・評価結果から見た今後の主な課題 

● 地域で外国人と触れ合う機会を提供し、地域住民の国際意識を高めることが必要で

す。 

● 姉妹都市、友好都市との交流に当たって、女性問題や男女共同参画に関する情報交換

や多文化共生について、相互の認識を深める必要があります。 

● ＡＬＴに学校行事や地域行事等に積極的に参加してもらい、地域における国際交流

を引き続き促進することが必要です。 

 

 

 

  

※ 小・中学校や高校の児童・生徒を対象に、英語の発音や国際理解の向上を目的とした教育を行うため、学校に配置され、

授業の補助を行う外国語を母国語とする「外国語指導助手」のこと。（Assistant Language Teacher） 
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基本目標４ 生涯を通じた健康づくりへの支援 

 

基本施策 10 ライフステージに応じた健康づくりへの支援 

【 これまでの主な取組内容 】 

○ 保健師と栄養士が企業を訪問し、高血圧、高血糖と腎症、透析の関係についてやがん検

診の受診勧奨を啓発するとともに、労働基準協会や包括連携協定を締結している企業

等と連携して広報物を配布 

○ 運動習慣や正しい生活習慣について、おでかけ健康教室等で啓発 

○ 乳がん、子宮頸がんなど各種検診の実施 

○ 高血圧、高血糖、腎機能のハイリスク対象者に、受診の勧奨と保健指導を実施 

○ 働く世代向けに、夕方、休日がん検診を実施 

○ 「料理番組」や「新見で～れ～ええ体操」をケーブルテレビで放送 

○ 「サロン」や「生き生き健康アップ教室」「運動ふれあい地域づくり支援事業」等で

実践指導を実施 

○ 小・中学校で飲酒及び薬物乱用防止教育と、警察、保健所と連携した出前授業を実施 

○ 高校生、中学３年生に「妊よう性講座」を開催し、ライフプランの大切さを学ぶ機会を

提供 

 

点検・評価結果から見た今後の主な課題 

● 高血圧や高血糖を予防するとともに、重症化しないよう、引き続き啓発や健診の受診

勧奨、保健指導を行う必要があります。 

● がんの早期発見、早期治療のため、乳がん、子宮頸がん検診を実施するとともに、乳

幼児健診で保護者に啓発するなど、引き続き受診を勧奨する必要があります。また、

乳がんの自己検診法の普及に努める必要があります。 

● ロコモティブシンドローム※１やフレイル※２の予防に向けて、引き続き「新見で～れ～

ええ体操」などの普及に努め、運動習慣の定着を図る必要があります。 

● 小・中学校において、禁酒、禁煙、薬物乱用等をテーマとした保健学習、喫煙による

健康への影響に関する講座等を引き続き開催し、正しい知識の普及に努める必要が

あります。 

● 高校生を対象に妊よう性※３講座を開催し、引き続き妊娠や出産の正しい知識と普及

に努める必要があります。 

 

 

 

 

  

※１ 骨、関節、筋肉など身体を動かす運動器の機能が衰えて「立つ」「歩く」などの動作が困難になり、要介護や寝たき

りになるリスクが高くなる状態のこと。 

※２ 加齢とともに心身の活力が低下し、生活機能障害、要介護状態などの危険性が高くなる「虚弱」の状態になること。 

※３ 妊娠するための力、妊娠のしやすさのこと。「妊よう性講座」は、妊娠、出産のための正しい知識を身に付け、妊娠

や出産の適切な時期やライフプランを設計することの大切さについて、理解を促進するための講座のこと。 
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基本施策 11 母子保健の充実 

【 これまでの主な取組内容 】 

○ 親子健康手帳の交付時に、各種健診の説明や受診の勧奨、各種母子保健サービスや相談

窓口に関する情報提供を実施するとともに、仕事を持つ女性の母性保護や健康管理に

ついて啓発 

○ ハイリスク妊婦や支援が必要な妊婦に対する伴走型相談支援事業を実施 

○ 特に支援が必要な親子を対象としたケース会議を開催 

○ 不妊、不育についての相談を実施するとともに、市の広報紙やホームページ等で治療費

の助成を周知 

 

点検・評価結果から見た今後の主な課題 

● 親子健康手帳交付時や訪問などの機会に、健診の受診を勧奨するなど、引き続き親子

の健康づくりを支援する必要があります。 

● 仕事を持つ妊産婦の母性保護や健康管理について、事業主が「母性健康管理指導事項

連絡カード」の記載内容に応じた適切な措置を講じるよう、引き続き啓発に努めるこ

とが必要です。 

● 引き続き「妊娠・出産・応援パッケージ事業※」を実施するなど、安心して妊娠、出

産ができる環境づくりを推進する必要があります。 

● 関係機関と連携した、個々に応じた支援内容の明確化や伴走型相談支援事業の継続

的な実施など、引き続き妊娠期からの切れ目ない支援を推進する必要があります。 

● 育児への不安や負担感が大きいなど、支援が必要な親子に対して、地区担当保健師が

中心となり、関係機関と連携を図りながら、引き続き支援することが必要です。 

● 不妊、不育に関する相談への対応や情報提供に努め、引き続き治療費の助成について

の周知が必要です。 

 

 

  

※ 妊婦に対して、妊娠後期以降の健診にかかる交通費の支給、出産時における宿泊費の助成及びママサポ１１９事業 
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基本目標５ 暴力を許さないまちづくり（新見市 ＤＶ防止基本計画） 

 

基本施策 12 あらゆる暴力の根絶に向けた環境づくり 

【 これまでの主な取組内容 】 

○ 市の広報紙や中央図書館のデジタルサイネージ等を活用し男女共同参画プラザを周知 

○ 「岡山県男女共同参画推進月間」や「女性に対する暴力をなくす運動」の期間に合わせ

た啓発活動を実施 

○ 市内事業者に「ＤＶ防止法」の情報提供を行うとともに、市役所の窓口にポスターや広

報物を設置してハラスメントの防止等を啓発 

○ 職員掲示板や直属上司との面談、研修等を通して、市職員の法令順守やハラスメント防

止に対する意識啓発活動を実施 

○ 小・中学校の実態に応じて、成人向け書籍コーナーや風俗等施設入場禁止を指導 

○ 保護者がスマートフォンやインターネットによる被害について学ぶ機会を提供すると

ともに、フィルタリング（有害サイト利用制限）の利用を奨励 

○ 街頭啓発活動や青少年育成センターの事業を通して、青少年の健全育成を推進 

○ ＤＶ等の被害者情報の保護や管理、支援対象者の情報の管理を徹底 

 

点検・評価結果から見た今後の主な課題 

● 児童・生徒の保護者に対しフィルタリングの利用を継続的に奨励するとともに、児

童・生徒、保護者を対象としたネット犯罪に関する研修会を開催し、ＳＮＳ等のネッ

トトラブルについて主体的に考える機会を設ける必要があります。 

● 未成年者の成人向け書籍コーナーや風俗施設等への入場禁止の指導等、引き続き健

全育成の取組を推進するとともに、相談窓口の周知と相談体制の充実を図る必要が

あります。 

 

基本施策 13 きめ細かな被害者支援体制の充実 

【 これまでの主な取組内容 】 

○ ＤＶ被害等に関する緊急性の高い相談は、警察署や女性相談所に取り次ぎ、その他の相

談も必要に応じて関係機関と情報を共有し対応 

○ 要保護児童対策地域協議会やケース会議を開催し、特定妊婦や要保護児童の早期発見、

迅速な対応と連携体制による支援を実施 

○ 「児童虐待防止推進月間」に啓発活動を実施 

○ 新見市権利擁護委員会で権利擁護の推進や成年後見人制度の利用の促進を図り、高齢

者や障がいのある人に対する虐待事例の協議や支援方針を検討し、権利擁護協議会で

地域連携ネットワークづくりのための連携を強化 

○ 子ども家庭総合支援拠点相談員と男女共同参画プラザ相談員が連携し、継続的に支援

するとともに、子ども家庭総合支援拠点の定例会議等に男女共同参画プラザ相談員が

参加 
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点検・評価結果から見た今後の主な課題 

● こども家庭センターの役割である「母子保健」と「児童福祉」の一体的支援実施のた

め、多様な関係機関とのネットワークづくりに努め、児童虐待への「予防的支援」を

目標とした取組の推進が必要です。 

● 要保護児童対策地域協議会と協力し、引き続き児童虐待防止の啓発活動を推進する

とともに、児童相談所や警察署、保健所、関係機関等と連携し、対応する必要があり

ます。 

● 高齢者や障がいのある人への虐待を未然に防ぐために、啓発活動や研修会等を開催

し、権利擁護の推進を図る必要があります。 

● 権利擁護協議会や研修会を通して、地域連携ネットワークの構築を推進する必要が

あります。 
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基本目標６ 誰もが安心して暮らせる地域社会づくり 

 

基本施策 14 地域共生社会の実現に向けた取組 

【 これまでの主な取組内容 】 

○ 小地域ケア会議を開催するとともに、未開催の地区での開催に向け、民生委員・児童委

員や社会福祉協議会等と協議 

○ 老人クラブ連合会や単位老人クラブ、シルバー人材センターを支援 

○ 障がいのある人の自立した地域生活を支援するため、障害者自立支援協議会と連携し、

障がい福祉関係機関のネットワークの構築や相談支援体制を充実 

○ 障害者週間にユニバーサル社会の推進に関する啓発広報物を配布 

○ 母子・父子自立支援員が、ひとり親家庭の相談に対応し、各機関との連携を図りながら

支援を実施 

○ 関係機関への広報物の設置や面接時の制度の説明、利用の勧奨などで、養育費履行確保

支援事業を周知 

○ 全ての小・中学校で、地域全体で子どもを育てる気運を醸成するための活動を推進 

○ 地域人材による学習支援や放課後子ども教室、土曜日子ども教室を実施 

○ 放課後児童クラブの運営を支援 

○ 市総務課にテレビ通訳ができるタブレットを設置し、在住外国人の相談に対応 

○ 定期的な遊具等の点検や必要な修繕等の実施 

○ 誰もが暮らしやすいバリアフリーのまちづくりの推進 

○ 市議会に「親子傍聴室」を整備 

○ 外国人の窓口対応として、多言語対応タブレット端末を使用することで円滑に意思疎

通を図り、安心して手続きができるよう支援を実施 
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点検・評価結果から見た今後の主な課題 

● 小地域ケア会議未開催地区については、引き続き地区の福祉活動を推進している民

生委員・児童委員等との協議を継続し、地域における支え合いの仕組みづくりに向け

た体制を整備する必要があります。 

● 豊富な知識と経験を持つ高齢者が地域で活躍できる場をつくる必要があります。 

● 障がいのある人の自立した地域生活を支援するため、障害者自立支援協議会と連携

し、自立支援サービスや相談支援体制を充実させ、障がい福祉関係機関のネットワー

クの構築を推進する必要があります。 

● 障がいに対する理解を深めるための啓発活動をはじめ、地域での生活支援や権利擁

護・差別解消の推進、雇用や就労の促進など、あらゆる分野において、障がいのある

人の生活を引き続き支援する必要があります。 

● ユニバーサルデザインの視点に立った施設等の整備や移動支援の充実、防災、防犯対

策の充実を図る必要があります。 

● 引き続き、養育費履行確保支援事業等を実施し、ひとり親家庭の養育費の取り決め・

受け取りを支援するとともに、制度についての周知に努める必要があります。 

● 放課後児童クラブの支援員不足や保護者の事務負担等について支援する必要があり

ます。 

● 生活困窮家庭等における児童・生徒への支援について、検討する必要があります。 

● 長寿命化計画に基づき、遊具や施設の修繕・更新等が必要です。 

 

基本施策 15 防災・減災分野における男女共同参画の推進 

【 これまでの主な取組内容 】 

○ 市の広報紙やホームページ等による広報や自主防災組織に対する広報で、防災士の資

格取得を促進 

○ 女性の消防団への入団を促進するため、新見公立大学において入団促進説明会を開催

するとともに、研修会や情報交換会への参加を通して、女性消防団員と他の消防団員と

の交流を促進 

 

点検・評価結果から見た今後の主な課題 

● 女性の防災士資格の取得や自主防災組織における防災活動に、女性の参画を引き続

き促進するとともに、男女共同参画の視点を踏まえた防災、減災活動を促進すること

が必要です。 

● 女性消防団員の充実を図るため、新見公立大学での学生機能別団員※の入団促進説明

会を開催し、市報やイベントなどの広報を通じて、女性の消防団への入団を引き続き

促進する必要があります。 

 

 

  

※ 通常の消防団員のように火災現場へ出動するのではなく、避難所における救護活動や消防団の広報活動など、特定の活動

に限定して参加する団員のこと。 



39 

 

【３】第４次計画における数値目標の達成状況 

 

 評価項目 
策定時 

令和２年度 

目標値 

令和７年度 

実績値 

令和７年度 

【基本目標１】人権の尊重と男女共同参画の意識づくり 

１ 
社会全体において「男女は平等になっている」

と思う市民の割合 
15.4％ 20％ 18.9％ 

２ 
学校教育の場において「男女は平等になってい

る」と思う市民の割合 
52.2％ 55％ 44.8％ 

【基本目標２】あらゆる分野における女性活躍の推進（新見市女性活躍推進計画） 

３ 審議会等委員の女性比率 
28.0％ 

（４月１日現在） 
30％ 

32.4％ 
（４月１日現在） 

４ 市職員の女性管理職比率※ 
29.3％ 

（４月１日現在） 
30％ 

31.0％ 
（４月１日現在） 

５ 家族経営協定を締結している農家の数 
45 戸 

（４月１日現在） 
60 戸 

52 戸 
（４月１日現在） 

【基本目標３】家庭や地域における男女共同参画の推進 

６ 
家庭生活において「男女は平等になっている」

と思う市民の割合 
30.3％ 35％ 27.5％ 

７ 
地域社会において「男女は平等になっている」

と思う市民の割合 
27.6％ 30％ 31.0％ 

【基本目標４】生涯を通じた健康づくりへの支援 

８ 乳がん検診の受診率 
28.1％ 

（令和元年度） 
33％ 

32.2％ 
（４月１日現在） 

９ 子宮頸がん検診の受診率 
20.5％ 

（令和元年度） 
25％ 

18.9％ 
（４月１日現在） 

【基本目標５】暴力を許さないまちづくり（新見市ＤＶ防止基本計画） 

10 
ＤＶ被害者で誰（どこ）にも相談しなかった

市民の割合 
49.5％ 40％ 44.3％ 

【基本目標６】誰もが安心して暮らせる地域社会づくり 

11 女性防災士の人数 
３人 

（４月１日現在） 
15 人 

14 人 
（令和６年度） 

12 女性消防団員の人数 
74 人 

（４月１日現在） 
104 人 

64 人 
（令和６年度） 

※ 消防職を除く 
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【４】アンケート調査結果から読み取れる本市の現状 

 

１ 男女の平等意識と役割について 

○ 男女の平等意識については、全ての分野において「男性優遇※１」が「女性優遇※２」の

割合を上回っており、特に「政治の場」「社会通念・慣習・しきたりなど」「社会全体」

で目立っています。「平等」意識が高い分野としては「学校教育の場」があげられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 前回調査結果と比べ「就職の機会や職場」で「平等」の割合が大きく増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 男女の平等意識 】 

※１ 「男性の方が非常に優遇されている」「どちらかといえば男性の方が優遇されている」の合計 

※２ 「女性の方が非常に優遇されている」「どちらかといえば女性の方が優遇されている」の合計（以下同様） 

53.9

41.1

42.9

11.4

32.4

56.7

68.3

58.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

家庭生活

就職の機会や職場

地域社会

学校教育の場

法律や制度の上

政治の場

社会通念・慣習・しきたりなど

社会全体

（％）

男性優遇

全体(N=429)

5.3

4.9

6.0

1.6

7.7

2.6

2.5

5.4

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

家庭生活

就職の機会や職場

地域社会

学校教育の場

法律や制度の上

政治の場

社会通念・慣習・しきたりなど

社会全体

（％）

女性優遇

27.5

29.6

31.0

44.8

33.8

16.8

13.8

18.9

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

家庭生活

就職の機会や職場

地域社会

学校教育の場

法律や制度の上

政治の場

社会通念・慣習・しきたりなど

社会全体

（％）

平等

【 平等の割合 】 

（１）家庭生活

（２）就職の機会や職場（仕事の場）

（３）地域社会（自治会等の地域活動の場など）

（４）学校教育の場

（５）法律や制度の上

30.3

27.5

0.0 20.0 40.0 60.0

前回調査（R2）(N=456)

今回調査（R7）(N=429)

（％）

家庭生活

（１）家庭生活

（２）就職の機会や職場（仕事の場）

（３）地域社会（自治会等の地域活動の場など）

（４）学校教育の場

17.1

29.6

0.0 20.0 40.0 60.0

(N=456)

(N=429)

（％）

就職の機会や職場

（１）家庭生活

（２）就職の機会や職場（仕事の場）

（３）地域社会（自治会等の地域活動の場など）

（４）学校教育の場

（５）法律や制度の上

27.6

31.0

0.0 20.0 40.0 60.0

(N=456)

(N=429)

（％）

地域社会

（１）家庭生活

（２）就職の機会や職場（仕事の場）

（３）地域社会（自治会等の地域活動の場など）

（４）学校教育の場

（５）法律や制度の上

52.2

44.8

0.0 20.0 40.0 60.0

前回調査（R2）(N=456)

今回調査（R7）(N=429)

（％）

学校教育の場

（１）家庭生活

（２）就職の機会や職場（仕事の場）

（３）地域社会（自治会等の地域活動の場など）

（４）学校教育の場

（５）法律や制度の上

32.7

33.8

0.0 20.0 40.0 60.0

(N=456)

(N=429)

（％）

法律や制度の上

（１）家庭生活

（２）就職の機会や職場（仕事の場）

（３）地域社会（自治会等の地域活動の場など）

（４）学校教育の場

（５）法律や制度の上

15.1

16.8

0.0 20.0 40.0 60.0

(N=456)

(N=429)

（％）

政治の場

（１）家庭生活

（２）就職の機会や職場（仕事の場）

（３）地域社会（自治会等の地域活動の場など）

（４）学校教育の場

（５）法律や制度の上

17.5

13.8

0.0 20.0 40.0 60.0

前回調査（R2）(N=456)

今回調査（R7）(N=429)

（％）

社会通念・慣習・しきたりなど

（１）家庭生活

（２）就職の機会や職場（仕事の場）

（３）地域社会（自治会等の地域活動の場など）

（４）学校教育の場

（５）法律や制度の上

15.4

18.9

0.0 20.0 40.0 60.0

(N=456)

(N=429)

（％）

社会全体
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○ 家庭生活と男女の役割をみると「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」「男は男

らしく、女は女らしくという価値観や考え方」については、男性に比べ女性で反対意識

が高くなっています。また「男は男らしく、女は女らしくという価値観や考え方」につ

いては、女性の若い年齢層ほど反対意識が高くなっています。「結婚しても、必ずしも

子どもを持つ必要はない」については、男性に比べ女性、若い年齢層ほど賛成意識が高

く、性別や年齢による意識の差が顕著にうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 女性の働きやすさについて 

○ 女性の働きやすさについては、約半数（49.0％）が「働きやすい状況にある」と回答し

ており、時系列でみると、その割合は増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 家庭生活と男女の役割について 】 

注：図の数値は「平均評定値」を示す。平均評定値とは、それぞれの選択肢の回答件数に係数を乗じ、加重平均して算出した

値のこと。 

【 「現在の社会は女性が働きやすい状況にある」という考え方について 】 

1.4

1.8

9.1

39.6

42.5

39.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

前々回調査（H27）(N=515)

前回調査（R2）(N=456)

今回調査（R7）(N=429)

賛成 どちらかといえば賛成

（％）

（41.0）

（44.3）

（49.0）

注：（ ）内数値は合計値（以下同様） 

（１）夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである

全体(N=429) （２）「男は男らしく、女は女らしく」という価値観や考え方

男性(n=209) （３）結婚しても、必ずしも子どもを持つ必要はない

女性(n=210) （４）男性も育児休業や介護休業を取るほうがよい

29歳以下(n=7) （５）男性の方が論理的である

30代(n=15) （６）女性の方が感情的である

40代(n=25) （７）現在の社会は女性が働きやすい状況にある

50代(n=28)

60代(n=50)

70歳以上(n=84)

29歳以下(n=13)

30代(n=12)

40代(n=19)

50代(n=31)

60代(n=44)

70歳以上(n=91)

性
別

男
性
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0.67 
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3.39 

4.30 

0.86 

4.62 

3.33 

3.68 

6.45 

5.23 

4.58 

10.0 5.0 0.0 5.0 10.0

（１）夫は外で働き、妻は

家庭を守るべきである

反対←－－－－－→賛成

（１）夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである

（２）「男は男らしく、女は女らしく」という価値観や考え方

（３）結婚しても、必ずしも子どもを持つ必要はない

（４）男性も育児休業や介護休業を取るほうがよい

（５）男性の方が論理的である

（６）女性の方が感情的である

（７）現在の社会は女性が働きやすい状況にある
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（２）「男は男らしく、女は女らしく」

という価値観や考え方

反対←－－－－－→賛成

（１）夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである

（２）「男は男らしく、女は女らしく」という価値観や考え方

（３）結婚しても、必ずしも子どもを持つ必要はない

（４）男性も育児休業や介護休業を取るほうがよい

（５）男性の方が論理的である

（６）女性の方が感情的である

（７）現在の社会は女性が働きやすい状況にある

70歳以上(n=84)

29歳以下(n=13)

70歳以上(n=91)
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反対←－－－－－→賛成
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３ 職場における男女間の格差について 

○ 「賃金や昇給に男女差がある」を筆頭に、以下「男性は育児休業や介護休業を利用しに

くい雰囲気がある」「昇進や昇格に男女差がある」「配属場所が限られている」の順に

多く回答されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 退職の経験については「やめたことがある（定年退職を除く）」が 65.1％、「やめたこ

とはない」が 27.3％となっています。 

○ 再就職の経験については「以前は正社員で、正社員として再就職した」の割合が 56.6％、

「以前は正社員だが、非正社員として再就職した」が 20.8％となっています。性別で

は、女性は男性に比べ「以前は正社員だが、非正社員として再就職した」の割合が高く

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

27.5 
25.1 24.3 

21.4 
18.9 18.2 

15.7 15.7 
13.0 

9.1 8.8 

2.2 

31.2 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

賃
金
や
昇
給
の
面
で
男
女
に
差
が
あ
る

男
性
は
育
児
休
業
や
介
護
休
業
を
利

用
し
に
く
い
慣
習
や
雰
囲
気
が
あ
る

昇
進
や
昇
格
の
面
で
男
女
に
差
が
あ
る

配
属
場
所
が
限
ら
れ
て
い
る

募
集
や
採
用
の
面
で
男
女
に
差
が
あ
る

能
力
を
正
当
に
評
価
さ
れ
な
い

女
性
の
仕
事
は
補
助
的
業
務
が
多
い

女
性
は
結
婚
や
出
産
を
機
に
退

職
す
る
慣
習
や
雰
囲
気
が
あ
る

女
性
は
い
ろ
い
ろ
な
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
（
嫌

が
ら
せ
）
を
受
け
や
す
い
雰
囲
気
が
あ
る

職
場
で
の
研
修
や
研
究
の

機
会
に
男
女
の
差
が
あ
る

女
性
は
業
務
に
あ
ま
り
・

関
係
の
な
い
雑
用
が
多
い

そ
の
他

特
に
な
い

全体(n=407)

（％） 【 職場における男女間の格差 】 

【 退職の経験 】 【 再就職の経験 】 
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○ 退職理由については、特に女性の場合「結婚したから」「妊娠又は出産したから」「家

事や子育てとの両立が難しかったから」「家事や子育てに専念したかったから」の割合

が、男性を大きく上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 育児休業等の取得状況 

○ 育児休業は、女性の約２割（19.4％）が取得していますが、男性は僅かです。一方で、

介護休業については性別にかかわらず取得率は低い状況です。 
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【 退職理由 】 

【 育児休業や介護休業を「取得したことがある」割合 】 
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５ 働きやすい社会環境について 

○ 性別にかかわらず働きやすい社会環境のために必要なこととして「家事や育児、介護な

どに性別にかかわらず協力して取り組む」が６割（60.1％）と最も高く、以下「育児休

業や介護休業を誰もが利用しやすくする」「保育や介護のサービスを充実させ、誰もが

利用しやすくする」が続きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 家庭内の仕事の分担 

○ 家庭内の仕事の分担については「主に女の家族（妻又は母親、祖母など）」の割合が高

い項目として「日常の家事（食事のしたくや掃除、洗濯など）」や「日常の家計の管理」

があげられます。一方「主に男の家族（夫又は父親、祖父など）」では「生活費を得る」

や「自治会等地域活動への参加」の割合が高く、性別による差が顕著にうかがえます。 
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（上位項目抜粋）

【 働きやすい社会環境をつくるために必要なこと 】 

【 家庭内の仕事の分担 】 
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７ 家事や育児に費やす時間 

○ １日に家事に費やす時間については、男性は「２時間未満」（合計）で６割以上（63.7％）

を占めているのに対して、女性は「２時間以上」（合計）で過半数（56.2％）を占めて

おり、女性の家事に費やす時間は男性を大きく上回っています。 

○ 育児に費やす時間については、男性は女性に比べ「１時間未満」の割合がやや高くなっ

ています。 
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８ ハラスメントやＤＶについて 

○ 女性の２割近く（17.6％）がセクシュアルハラスメントの被害を受けた経験があると回

答しており、特に 30～40 代で多くなっています。パワーハラスメントについては、男

女共におよそ４人に１人が被害を受けたことがあり、特に女性の 40 代で多くなってい

ます。 
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○ ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）の被害については、女性の約２割（19.5％）、

特に 40～50 代で多く回答されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ＤＶ被害経験者の相談先としては「家族や親戚」と「友人や知人」が中心であり、公的

機関等への相談は少ない状況です。また「相談しなかった」は４割以上（44.3％）みら

れます。 
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○ ＤＶ防止に必要な取組としては「被害者が相談しやすくなるための情報の提供」をはじ

め「あらゆる暴力を防止するための啓発の強化」「被害者のカウンセリングなど、相談

体制、相談窓口の充実」「学校等で暴力を防止するための学習の場の充実」などが求め

られています。 
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す
る
た
め
の
学
習
の
場
を
充
実
す
る

被
害
者
の
一
時
保
護
を
行
う
緊
急
避
難
場

所
（
シ
ェ
ル
タ
ー
）
な
ど
を
整
備
す
る
・

被
害
者
が
自
立
し
て
生
活

で
き
る
よ
う
支
援
す
る
・

家
庭
や
地
域
で
暴
力
を
防
止
す
る

た
め
の
学
び
の
場
を
充
実
す
る
・

加
害
者
の
更
生
に
向
け
た
対

策
や
サ
ポ
ー
ト
を
充
実
す
る

被
害
者
家
庭
の
子
ど
も
へ

の
サ
ポ
ー
ト
を
充
実
す
る

メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー

教
育
を
充
実
す
る
・
・
・

そ
の
他

全体(N=429)

（％）
【 ＤＶ防止に必要だと思う取組 】 
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９ 性の多様性について 

○ 「ＬＧＢＴＱ＋」の「内容まで知っている」割合はおよそ４人に１人（23.5％）となっ

ています。年齢別では男女共に若い年齢層ほど「内容まで知っている」人が多くなって

います。 

○ 性や性的指向などに悩んだ経験については「悩んだことがある」割合が 4.0％となって

います。性別では大きな差はみられませんが、年齢別では女性の 30 代以下で「悩んだ

ことがある」割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 「ＬＧＢＴＱ＋」を 

「内容まで知っている」割合 】 

23.5

23.4

22.9

57.1

46.7

32.0

14.3

36.0

9.5

46.2

58.3

57.9

22.6

20.5

8.8

0.0 20.0 40.0 60.0

全体(N=429)

男性(n=209)

女性(n=210)

29歳以下(n=7)

30代(n=15)

40代(n=25)

50代(n=28)

60代(n=50)

70歳以上(n=84)

29歳以下(n=13)

30代(n=12)

40代(n=19)

50代(n=31)

60代(n=44)

70歳以上(n=91)

（％）

性
別

男
性
年
齢
別

女
性
年
齢
別

ＬＧＢＴＱ＋

【 性や性的指向などに 

「悩んだことがある」割合 】 

4.0

3.3

4.3

0.0

0.0

0.0

3.6

2.0

6.0

30.8

16.7

0.0

6.5

0.0

1.1

0.0 20.0 40.0 60.0

全体(N=429)

男性(n=209)

女性(n=210)

29歳以下(n=7)

30代(n=15)

40代(n=25)

50代(n=28)

60代(n=50)

70歳以上(n=84)

29歳以下(n=13)

30代(n=12)

40代(n=19)

50代(n=31)

60代(n=44)

70歳以上(n=91)

（％）

性
別

男
性
年
齢
別

女
性
年
齢
別
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10 セミナー等への参加意向 

○ 人権や男女共同参画に関するセミナー等への参加意向については「是非参加したい」が

1.4％、「機会があれば参加したい」が 31.5％、合計で約３割（32.9％）が「参加した

い」と回答しています。年齢別では、男性の 50～60 代で「機会があれば参加したい」

の割合が他の年齢層に比べて高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 人権や男女共同参画に関するセミナー等への参加意向 】 

32.9
30.7
35.2

28.6
20.0
24.0
35.7
36.0
29.8

30.8
25.0
42.1
29.0
38.6
36.3

1.4

1.0

1.9

6.7

2.0

7.7

5.3

2.2

31.5

29.7

33.3

28.6

13.3

24.0

35.7

34.0

29.8

23.1

25.0

36.8

29.0

38.6

34.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

全体(N=429)

男性(n=209)

女性(n=210)

29歳以下(n=7)

30代(n=15)

40代(n=25)

50代(n=28)

60代(n=50)

70歳以上(n=84)

29歳以下(n=13)

30代(n=12)

40代(n=19)

50代(n=31)

60代(n=44)

70歳以上(n=91)

是非参加したい

機会があれば参加したい

（％）

性
別

男
性
年
齢
別

女
性
年
齢
別

（32.9）

（30.7）

（35.2）

（28.6）

（20.0）

（24.0）

（35.7）

（36.0）

（29.8）

（30.8）

（25.0）

（42.1）

（29.0）

（38.6）

（36.3）
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11 地域活動等について 

○ 地域活動への参加については「自治会、女性会、老人会、青年会の活動」は年齢が上が

るほど参加する人も多い傾向にあり「ＰＴＡや子ども会等の活動」は、子育て世代であ

る 30～40 代に多くみられます。一方で「参加していない」人は 29 歳以下で７割近く

（66.7％）を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 地域活動への参加状況 】 
49.7 

28.2 

19.3 18.6 
15.2 

12.1 
6.8 

2.1 1.2 1.2 

27.0 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

自
治
会
、
女
性
会
、
老

人
会
、
青
年
会
の
活
動

趣
味
や
教
養
、
文
化
芸
術
、
ス
ポ
ー
ツ
、

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
活
動
・
・

消
防
、
防
災
、
防
犯
、
交

通
安
全
等
の
地
域
活
動
・

リ
サ
イ
ク
ル
、
環
境
保
護
、

ま
ち
づ
く
り
等
の
活
動
・
・

健
康
づ
く
り
、
福
祉
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
の
活
動
・

Ｐ
Ｔ
Ａ
や
子
ど
も
会
等
の
活
動

行
政
の
各
種
委
員
会
や
審
議

会
の
委
員
等
の
公
的
活
動
・

職
業
技
術
や
資
格
の

取
得
に
関
す
る
活
動

ホ
ー
ム
ス
テ
イ
受
け
入
れ
や
海
外

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
国
際
交
流
活
動

そ
の
他

参
加
し
て
い
な
い

全体(N=429)

（％）

9.5

29.6

42.2

46.7

62.8

54.2

0.0 40.0 80.0

29歳以下(n=21)

30代(n=27)

40代(n=45)

50代(n=60)

60代(n=94)

70歳以上(n=179)

（％）

0.0

44.4

48.9

11.7

7.4

1.7

0.0 40.0 80.0

29歳以下(n=21)

30代(n=27)

40代(n=45)

50代(n=60)

60代(n=94)

70歳以上(n=179)

（％）

66.7

40.7

22.2

33.3

19.1

23.5

0.0 40.0 80.0

29歳以下(n=21)

30代(n=27)

40代(n=45)

50代(n=60)

60代(n=94)

70歳以上(n=179)

（％）
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○ 防災や災害復興対策で強化すべき取組については「多様性に配慮したトイレや避難ス

ペースなどの確保」「女性や子ども、高齢者、障がいのある人、外国人等への配慮」「防

災訓練や防災知識を習得する場への参加のしやすさ」などが上位に回答されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

49.9 

40.3 
34.5 32.4 32.2 

25.6 

14.5 

6.8 
1.9 

0.0

20.0

40.0

60.0

多
様
性
に
配
慮
し
た
ト
イ
レ
や
・

避
難
ス
ペ
ー
ス
な
ど
を
確
保
す
る

災
害
時
に
女
性
や
子
ど
も
、
高
齢
者
、
障

が
い
の
あ
る
人
、
外
国
人
等
に
配
慮
す
る

防
災
訓
練
や
防
災
知
識
を
習
得
す
る
場
に

性
別
に
か
か
わ
ら
ず
参
加
し
や
す
く
す
る

避
難
所
の
企
画
や
運
営
に
女
性
を
増
や
す

被
災
し
た
女
性
の
支
援
に
・

女
性
の
支
援
者
を
配
置
す
る

市
の
防
災
会
議
や
地
域
の
自
主
防
災

組
織
等
へ
の
女
性
の
参
画
を
増
や
す

地
域
に
お
け
る
女
性
の
・

防
災
リ
ー
ダ
ー
を
増
や
す

女
性
の
消
防
団
員
を
増
や
す

そ
の
他

全体(N=429)

（％）
【 防災や災害復興対策で強化すべき取組 】 
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12 用語の認知について 

○ 男女共同参画に関する用語の認知割合が高い順に「男女共同参画社会」「ワーク・ライ

フ・バランス（仕事と生活の調和）」「女性活躍推進法」の順となっています。「ワー

ク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）」「アンコンシャス・バイアス」「ダイバー

シティ・エクイティ＆インクルージョン（ＤＥ＆Ｉ）※」については、40 代以下で比較

的、認知率が高くなっています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

86.2
65.1
53.4
34.5
28.2
25.8

31.9

28.0

10.7

9.3

6.5

4.4

54.3

37.1

42.7

25.2

21.7

21.4

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

男女共同参画社会

ワーク・ライフ・バランス

（仕事と生活の調和）

女性活躍推進法

アンコンシャス・バイアス

ダイバーシティ・エクイティ＆

インクルージョン（ＤＥ＆Ｉ）

困難な問題を抱える女性

への支援に関する法律

内容まで知っている

見聞きしたことはあるが内容までは知らない

（％）

（86.2）

（65.1）

（53.4）

（34.5）

（28.2）

（25.8）

全体(N=429)

【 男女共同参画に関する用語の認知状況 】 

95.2

77.8

86.7

75.0

68.1

49.7

0.0 50.0 100.0

29歳以下(n=21)

30代(n=27)

40代(n=45)

50代(n=60)

60代(n=94)

70歳以上(n=179)

（％）

47.6

40.7

42.2

30.0

41.5

28.5

0.0 50.0 100.0

29歳以下(n=21)

30代(n=27)

40代(n=45)

50代(n=60)

60代(n=94)

70歳以上(n=179)

（％）

47.6

48.1

42.2

26.6

34.0

17.3

0.0 50.0 100.0

29歳以下(n=21)

30代(n=27)

40代(n=45)

50代(n=60)

60代(n=94)

70歳以上(n=179)

（％）

※ 「ダイバーシティ（Diversity）：多様性」は、多様性を認め合い、互いに受け入れ合うことを意味する。「エクイティ

（Equity）：公平性」は、単なる平等ではなく、一人一人が置かれた状況や背景に応じて必要な支援や機会を調整し、公平に

参加できる環境を整えることを指す。「インクルージョン（Inclusion）：包摂性」は、性別や年齢、障がいの有無などにか

かわらず、誰もが平等に機会を与えられ、一体感を持って生活、活動できる状態を指す。これらを一体的に推進することで、

多様な人々がそれぞれのニーズに合った支援を受けながら生活し、働き、成果を発揮し続けられる環境をつくり出すこと。 
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13 行政が力を入れるべきこと 

○ 男女共同参画の推進に行政が力を入れるべきことについては「企業等に対して、性別に

かかわらず働きやすい職場づくりの促進」を筆頭に「高齢者や障がいのある人の介護、

介助を支援するサービスの充実」「学校での男女共同参画についての教育の充実」「Ｄ

Ｖや虐待などの問題について、相談しやすい体制づくり」などが上位に回答されていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 男女共同参画の推進に行政が力を入れるべきこと 】 

36.8 
34.0 

31.7 
28.9 

26.3 
24.2 

21.0 20.3 19.1 18.4 18.2 
14.0 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

企
業
等
に
対
し
て
、
性
別
に
か
か
わ
ら
ず

働
き
や
す
い
職
場
づ
く
り
を
促
進
す
る
・

高
齢
者
や
障
が
い
の
あ
る
人
の
介
護
、
・

介
助
を
支
援
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
充
実
す
る

学
校
で
の
男
女
共
同
参
画
に

つ
い
て
の
教
育
を
充
実
す
る

Ｄ
Ｖ
や
虐
待
な
ど
の
問
題
に
つ
い
て
、

相
談
し
や
す
い
体
制
づ
く
り
を
進
め
る

誰
も
が
参
加
し
や
す
い
地
域
活
動
や

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
促
進
す
る
・

男
女
共
同
参
画
の
広
報
、

啓
発
活
動
を
充
実
す
る
・

子
育
て
支
援
サ
ー
ビ
ス
を
充
実
す
る

育
児
や
家
庭
生
活
な
ど
に
、
男
性

の
積
極
的
な
参
加
を
促
進
す
る
・

非
正
規
労
働
者
や
ひ
と
り
親
・

家
庭
な
ど
、
生
活
上
の
困
難
・

に
直
面
す
る
家
庭
を
支
援
す
る

社
会
教
育
な
ど
生
涯
学
習
の
場
で
男
女
共

同
参
画
に
つ
い
て
の
教
育
を
充
実
す
る
・

出
産
、
育
児
等
に
よ
り
離
職
し
た
女

性
に
対
す
る
再
就
職
等
を
支
援
す
る

市
が
開
催
す
る
会
議
な
ど
、
政
策
決
定

の
場
に
女
性
を
積
極
的
に
登
用
す
る
・

全体(N=429)

（％）

（上位項目抜粋）
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【５】現状分析から読み取れる本市の課題 

 

１ 固定的な性別役割分担意識の解消と多様性の尊重に向けた意識づくり 

○ アンケート調査結果では「政治の場」をはじめ「社会通念・慣習・しきたり」「社会全

体」における男性優遇意識は、依然として根強いことがうかがえます。また「夫は外で

働き、妻は家庭を守るべきである」「男は男らしく、女は女らしく」に代表される固定

的な性別役割分担意識については、性別や年齢による意識差が顕著にみられます。固定

的な性別役割分担意識や無意識の偏ったものの見方や思い込み（アンコンシャス・バイ

アス）の解消に向けて、よりきめ細かな啓発活動の推進が必要です。 

○ 「ＬＧＢＴＱ＋」について、内容まで知っている人はおよそ４人に１人の割合ですが、

特に若い年齢層ほどその割合は高く、年齢が上がるほど低い状況です。性的マイノリ

ティに関連する内容については、誤った認識や偏った考え方を持つことがないよう、市

民により正しい理解を促進する必要があります。また、本市で令和７年 12 月１日より

実施している「新見市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」については、幅

広い年齢層に対して、制度の社会的背景等も含めて周知を図る必要があります。 

○ 一方「学校教育の場」における平等意識は、ほかの項目を上回っており、引き続き、教

育・保育の場における子どもの頃からの男女平等意識の醸成に向けた取組が必要です。 

○ 学びの場は、児童・生徒だけでなく、幅広い世代に対する生涯学習の場をはじめ、多様

な場や機会を活用した、人権や男女共同参画についての講座やセミナーの開催などの

充実が必要です。 

 

２ 政策方針決定過程における女性参画の推進と女性活躍の環境づくり 

○ 議会や審議会等、政策方針決定の場における女性の参画の促進をはじめ、女性リーダー

の育成に向けた研修の充実や女性が活躍しやすい環境づくりが必要です。また、社会の

あらゆる分野において指導的地位に女性が占める割合を高めるため、企業等における

ポジティブ・アクション（積極的改善措置）を引き続き推進する必要があります。 

○ 男性が育児休業や介護休業を利用しにくい慣習や雰囲気を払拭するための、企業等に

対する啓発活動の充実とともに、女性が結婚や出産を理由として退職せずに働き続け

ることができるよう、個別のニーズに応じた再雇用への支援や柔軟な働き方の整備な

どを促進する必要があります。 

○ アンケート調査結果では、家事や育児等は主に女性が担っており、その負担感がうかが

えます。家事、育児、介護の役割を家族で分担し合う意識を啓発するとともに、男性の

家事、育児等への参画を促進するための取組など、社会全体でワーク・ライフ・バラン

スの実現を目指す施策の充実が必要です。 
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３ 幅広い世代が参加しやすい地域活動と男女共同参画の視点に立った防災対策 

○ 若い世代が地域活動に余り参加していない現状を踏まえ、地域活動に関する情報を世

代に応じた多様な伝達手段を活用して、分かりやすく発信する必要があります。そのた

め、それぞれの世代に応じた興味ある活動の提案など「参加へのきっかけづくり」を検

討し、性別にかかわらず誰もが参加しやすい地域活動を促進していくことが必要です。

また、地域における多文化共生社会の構築に向けた取組の充実が必要です。 

○ 女性の防災士資格の取得や自主防災組織の活動への女性の参画の促進など、災害発生

時の対応をはじめ、地域の防災、減災活動に男女共同参画の視点を取り入れ、性別にか

かわらず誰もが防災活動に参加しやすい環境づくりが必要です。 

 

４ 健康づくりへのきめ細かな支援の充実 

○ 健康診断やがん検診等の受診率の向上に向けた取組の充実をはじめ、健康づくり活動

に関する情報を、全ての市民に分かりやすく発信する必要があります。また、妊娠や出

産等に関する情報提供の充実を図るとともに、きめ細かな支援と切れ目のない支援の

充実により、引き続き安心して妊娠、出産できる支援体制を構築する必要があります。 

○ 妊婦、産婦健診や乳児健診等の受診勧奨により、親子の健康づくりを引き続き支援する

とともに、伴走型相談支援事業等を通して、引き続き妊娠期から相談しやすい体制の整

備が必要です。 

 

５ あらゆる暴力の根絶と被害者への支援 

○ ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）をはじめ、虐待、インターネット等を利用した

性的な言動など、多様化する暴力等の防止に向けて、あらゆる機会を通した啓発活動の

充実が必要です。 

○ アンケート調査結果では、ＤＶ等の被害者において専門機関に相談した人が少ない現

状を踏まえ、相談先の周知を充実するとともに、気軽に相談でき、適切に支援につなぐ

必要があります。また、被害者の家族や子どもへの支援、一時保護への速やかな対応な

ど、より迅速に対応できるよう関係機関との連携の強化が必要です。 

 

６ 安心して暮らすための福祉の充実と困難を抱える女性への支援 

○ 高齢者や障がいのある人、子育て家庭など、誰もが地域で安心して生活できるよう、新

見市地域福祉計画をはじめ、本市の個別の福祉関連計画に基づき、多様な福祉サービス

の充実を図るとともに、市民一人一人のニーズに応じた適切なサービスの提供が必要

です 

○ 女性が、経済的に困難な状況にある場合やひとり親家庭である場合、また、様々な事情

により困難な問題に直面することが多いことを踏まえ、全ての女性が、安心して自立し

て暮らせる社会の実現を目指す必要があります。 
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第４章 計画の考え方 

 

【１】基本理念 

 

第４次計画では、その基本理念を「男女が共に輝き いきいきと活躍できるまち」と定

め「人権の尊重と男女共同参画の意識づくり」をはじめとする６つの基本目標を掲げ、男

女共同参画社会の実現に向けて様々な取組を推進してきました。 

本市の政策の最上位計画である「第３次新見市総合計画 ～ 行動計画（後期）～」では、

市の将来都市像を「人と地域が輝き 未来につながる源流共生のまち・にいみ」と定めて

います。その行政分野の一つとして「７ 交流・コミュニティ」を掲げ、その中に人権や男

女共同参画の施策を位置付け「お互いを認め合い多様な生き方が尊重されるまちを実現す

る」という目標を掲げています。 

本市における、男女共同参画社会の実現に向けた施策の方向は、固定的な性別役割分担

意識の解消をはじめ、男女共同参画プラザを中心とした相談体制の充実、ＤＶ防止のため

の広報や啓発の充実や女性の社会進出支援、職場や地域社会、防災など様々な分野におけ

る性別にとらわれない人材の登用などに取り組むこととしています。 

第４次計画の点検、評価結果やこの度のアンケート調査結果では、本計画に向けての継

続的な課題や新たな課題が確認できました。このような多様な課題に適切に対応し、性別

にかかわらず、一人一人の個性が尊重され、お互いを認め合い、誰もが活躍し安心して暮

らせる男女共同参画社会の実現に向けて、本計画においては、第４次計画の基本理念を継

続し、より一層の取組の充実を図ります。 

 

 

● 本計画の基本理念 ● 

男女が共に輝き いきいきと活躍できるまち 
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【２】施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【基本目標１】人権の尊重と男女共同参画の意識づくり 

基本施策１ 人権と多様性を認め合う意識づくり 

基本施策２ 男女共同参画を推進するまちづくり 

基本施策３ 学びの場における意識づくり 

【基本目標２】誰もが活躍できる社会づくり（新見市女性活躍推進計画） 

基本施策４ 方針決定過程における女性参画の促進 

基本施策５ 雇用の機会均等と働きやすい職場環境づくり 

基本施策６ ワーク・ライフ・バランスの推進 

【基本目標３】地域社会における男女共同参画の推進 

基本施策７ 地域活動における男女共同参画の促進 

基本施策８ 防災・減災分野における男女共同参画の推進 

基本施策９ 国際交流の推進と多文化共生の意識づくり 

【基本目標４】生涯にわたる健康づくりへの支援 

基本施策 10 ライフステージに応じた健康づくりへの支援 

基本施策 11 母子保健の充実 

【基本目標５】暴力を許さないまちづくり（新見市ＤＶ防止基本計画） 

基本施策 12 あらゆる暴力の根絶に向けた環境づくり 

基本施策 13 きめ細かな被害者支援体制の充実 

【基本目標６】誰もが安心して暮らせる地域社会づくり 

基本施策 14 地域共生社会の実現に向けた取組 

基本施策 15 困難な問題を抱える人への支援 

（新見市困難な問題を抱える女性支援計画） 
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第５章 施策の展開 

 

【基本目標１】人権の尊重と男女共同参画の意識づくり 

 

基本施策１ 人権と多様性を認め合う意識づくり 

広報やイベントを通した啓発活動の推進をはじめ、アンコンシャス・バイアスの解消に

向けた取組、人権教育の実施等により、市民の誰もが人権を尊重する意識を大切にしなが

ら、互いに認め合う社会の実現に向けた取組を推進します。 

「ＬＧＢＴＱ＋」「性的マイノリティ（性的少数者）」等、多様性を認め合う社会の構築

に向けて、多様な広報手段を活用した啓発活動を推進し、市民の正しい理解を促進します。 

 

取組名 取組内容 担当課 

人権の尊重と多様

性への理解の促進 

(1) 

○ 人権の尊重や性の多様性について、市の広報やホーム

ページ、イベント等を通して、幅広い世代を対象とし

た啓発活動を推進し、市民の理解の促進に努めます。 

○ 無意識の思い込みに気付き、行動を見直すきっかけと

なるよう、アンコンシャス・バイアス※１の解消に向け

た啓発活動を推進します。 

総合政策課 

人権教育・啓発の

推進(2) 

○ 公民館での人権学習講座やＰＴＡでの人権教育推進

事業、関係団体との連携による人権教育、啓発事業を

実施し、市民の人権意識の高揚に努めます。 

生涯学習課 

性的マイノリティ

に関する啓発の推

進(4) 

○ 講演会等の開催や新見市男女共同参画プラザへの「Ｌ

ＧＢＴＱ＋」「性的マイノリティ（性的少数者）」に

関する図書・リーフレットの設置により、市民への正

しい理解を促進します。 

○ 本市の「新見市パートナーシップ・ファミリーシップ

宣誓制度※２」の周知に努めます。 

総務課 

総合政策課 

 

 

 

 

  

※１ 無意識の偏ったものの見方、思い込みのこと。例えば「男の子だから黒いランドセル、女の子だから赤いランドセルがよ

い」「女性は文系、男性は理系」「年をとると頑固になる」「あの人は外国人だからこうだ」といった偏った思い込みのこ

と。 

※２ 一方又は双方が性的マイノリティである二人が、お互いを人生のパートナーとして日常生活で協力し合うことを約束した関

係であると宣誓したことを市が公的に認め、受領証などを交付する制度のこと。（法的効力はない。）令和７年 12 月１日

より実施 
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取組名 取組内容 担当課 

市の刊行物等にお

ける配慮(3) 

○ 市が作成する全ての刊行物等について、多様性に配慮

するとともに、誰もが関心を持てるよう、分かりやす

い説明や表現に努めます。 

○ 市の広報やホームページについては、肖像権や著作権

等にも十分に配慮するよう、担当課と秘書広報課の双

方で確認を行うとともに、全庁的な意識啓発を図りま

す。 

秘書広報課 

児童・生徒への性

の理解と支援体制

の促進(4) 

○ 児童・生徒の発達段階に応じた適切な性教育に取り組

むとともに、異性の尊重や性同一性障害等について考

える機会を設け、個人の性を尊重する意識づくりに努

めます。 

○ 性同一性障害に不安を持つ児童・生徒については、本

人及び保護者と「合理的な配慮※」について確認する

ほか、個別の事案に応じてサポートチームを設置し、

校内の支援委員会やケース会議等により、本人の心情

等に配慮して対応するための体制の維持に努めます。 

学校教育課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※ 性同一性障害に不安を抱える児童・生徒が、他の児童・生徒と同様に学び、学校生活に参加できるよう、本人や保護者の意向

を踏まえ、学校が過度な負担とならない範囲で、心情やプライバシーへの配慮、制服、更衣、トイレ等の利用に関する調整を

はじめ、授業や行事での配慮、意思疎通の支援など、適切な変更や調整を行うこと。 
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基本施策２ 男女共同参画を推進するまちづくり 

男女共同参画社会の実現に向けて、市の広報やホームページ、情報紙等の多様な媒体を

活用し、市民への周知と啓発活動を推進するとともに、講座やセミナー等の開催を通して、

幅広い世代の参加を促進し、男女共同参画の意識づくりを推進します。 

 

取組名 取組内容 担当課 

広報等による啓発

活動の推進(5) 

○ 男女共同参画に関する市の主催事業や男女共同参画

週間（６月 23 日～29 日）等について、市の広報やホー

ムページ等、様々な媒体を活用して市民への周知に努

めます。 

○ 男女共同参画情報紙「りぼん」の発行や報道機関への

関連情報の提供などを通して、男女共同参画社会の気

運づくりを推進するとともに、幅広い世代を対象とし

た啓発活動を推進します。 

○ 新見市男女共同参画プラザにおいて、男女共同参画に

関する資料等を収集、整理し、広く市民に分かりやす

く情報を提供します。 

総合政策課 

講座等の開催によ

る啓発の推進 

(6)(32) 

○ 男女共同参画を推進する市民団体「にいみフォーラ

ム」との共催による男女共同参画に関する出前講座や

セミナー等の開催を通して、男女共同参画の意識づく

りに向けた啓発を推進するとともに、性別にかかわら

ず幅広い世代の参加を促進します。 

○ 一人一人が、その人らしく生きるための知識を身に付

けられるよう、ステップアップ講座を開催します。 

総合政策課 

男女共同参画支援

拠点の周知(7) 

○ 市の広報やホームページ、中央図書館デジタルサイ

ネージ等、様々な媒体を活用し、新見市男女共同参画

プラザの周知を図ります。 

総合政策課 

保護者・地域への

啓発の推進(10) 

○ 学校便りや授業参観等を通して、保護者や地域住民に

人権や男女共同参画に関する情報を発信するととも

に、啓発活動を推進します。 

学校教育課 

市民団体等への支

援(8) 

○ 「にいみフォーラム」等、男女共同参画を推進する市

民団体に、活動場所の提供や団体間での交流の促進な

ど、活動を支援するとともに、新たな団体の育成に努

めます。 

総合政策課 
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取組名 取組内容 担当課 

市民意識等の把握 

(9) 

○ 市民アンケートなどを活用し、定期的に男女共同参画

に関する市民意識や実態の把握に努め、施策への反映

に努めます。 

総合政策課 
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基本施策３ 学びの場における意識づくり 

子どもの頃から思いやりや命の大切さを学び、性別にかかわらず、個性を尊重する意識

を育むカリキュラム等を活用した教育を推進します。 

幅広い世代の市民を対象として、大学公開講座や公民館における講座等の多様な学習機

会を提供し、その充実に努めます。 

 

取組名 取組内容 担当課 

男女共同参画の視

点に立った教育・

保育の推進(11) 

○ 子どもの頃から、お互いを思いやる心や命の大切さ、

性別にかかわらず個性を尊重する意識を養うことが

できるよう、新見市独自の保育・教育カリキュラムを

活用した就学前教育、保育を実践します。 

○ 保育所、幼稚園、認定こども園の職員等指導者を対象

とした研修等を実施し、人権意識及び男女共同参画推

進への意欲と指導力の向上を図ります。 

子育て支援課 

○ 児童・生徒に対して、道徳やキャリア教育の時間をは

じめ、全ての授業を通して、性別にかかわらず誰もが

互いの人格を尊重し、相手の立場を理解し、助け合う

ことができる人間形成をテーマにした学習を実施し

ます。 

○ 小・中学校の教職員等指導者を対象とした研修等を実

施し、人権意識及び男女共同参画推進への意欲と指導

力の向上を図ります。 

学校教育課 

学校における情報

モラル教育の実施 

(12) 

○ 「ＧＩＧＡワークブックにいみ」を活用し、児童・生

徒に対する情報モラル等を指導するとともに、家庭や

地域と連携し、メディア・リテラシー※等について考

える場を提供します。 

学校教育課 

大学における公開

講座等の開催促進 

(13) 

○ 新見公立大学で開催される公開講座等において「男女

共同参画」の要素を盛り込み、幅広い世代の市民が学

べる講座の開催を促進します。 

教育連携推進

課 

多様な学習機会の

充実(10) 

○ 公民館での男性料理教室や男女共同参画社会講座の

開催などを通して、男女共同参画の意識づくりに向け

た啓発活動を推進します。 

生涯学習課 

男女共同参画の視

点に立った人事評

価制度の充実(14) 

○ 研修等を通して、職員の計画的な人材の育成や意欲の

向上を図るとともに、人事評価制度の周知及び適正な

運用、改善を図ります。 

総務課 

 

  

※ テレビ番組や新聞記事などメディアからのメッセージを正しく読み解く能力のこと。 
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【基本目標２】誰もが活躍できる社会づくり（新見市女性活躍推進計画） 

 

基本施策４ 方針決定過程における女性参画の促進 

審議会等をはじめ、あらゆる分野における政策・方針決定の場への女性の積極的な参画

及び登用の促進を図ります。また、企業へのポジティブ・アクションの普及や研修への参

加を促進するとともに、農業分野における女性の登用を促進します。 

庁内においては、特定事業主行動計画に基づき、女性の管理職への登用の拡大と男性の

育児休業の取得率の向上等を目指します。 

 

取組名 取組内容 担当課 

審議会等委員への

女性登用の促進 

(15) 

○ あらゆる分野における政策・方針決定の場への女性の

参画が進むよう、啓発活動を推進します。 

○ 本市の審議会等における女性委員の登用について、毎

年の進捗管理により、全庁的に効果的な取組と課題を

共有し、登用率の向上を図ります。 

総合政策課 

関係各課 

庁内における女性

の積極的な登用の

促進(16) 

○ 「特定事業主行動計画」に定める目標である女性管理

職の登用の拡大、男性の育児休業取得率の向上を目指

します。 

○ 積極的に女性職員の採用を図るとともに、適材適所の

人事配置や女性職員の積極的な管理職、監督職への登

用を図ります。 

総務課 

○ 中学校において、女性の教諭、講師をはじめ、支援員

や補助員の採用に努めます。 

○ 性別にかかわらず管理職や教務主任等への登用を促

進するなど、本人の適性に応じた人事を推進します。 

学校教育課 

女性職員等の人材

育成(17) 

○ 女性職員等の能力開発や専門的スキルの形成のため

「岡山県市町村職員研修センター」や保育職の管理職

員養成のための全国研修への参加を促進します。 

○ 自治大学校への女性職員の派遣を検討します。 

総務課 

女性人材の情報収

集と活用(18) 

○ 「岡山県男女共同参画推進センター（ウィズセン

ター）」等関係機関と連携し、女性の人材に関する情

報を幅広く収集するとともに、男女共同参画の推進に

向けた取組への活用に努めます。 

総合政策課 
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取組名 取組内容 担当課 

積極的改善措置

（ポジティブ・ア

クション）の推進 

(19) 

○ 企業等に対して、男女共同参画や働き方改革に関連す

る法や制度等を周知するとともに、女性や多様な人材

の能力を十分に発揮できるよう、職場における積極的

改善措置（ポジティブ・アクション）の浸透を図りま

す。 

商工観光課 

企業等への講座等

の参加促進(20) 

○ 企業や地域団体等に「岡山県男女共同参画推進セン

ター（ウィズセンター）」等の講座や研修等について

周知するとともに、参加を促進します。 

総合政策課 

農業委員等への女

性登用の促進(21) 

○ 農業委員会活動の活性化と、農業における男女共同参

画を促進するため、多様な機会を活用し、女性の活躍

についての気運の醸成を図り、農業委員会等の委員や

役員への女性の参画を促進します。 

○ 農業協同組合等の委員や役員等、経営への女性の参画

を働きかけます。 

農業委員会 
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基本施策５ 雇用の機会均等と働きやすい職場環境づくり 

働く場において、誰もが能力を発揮する機会と公平な待遇が確保され、働きやすい職場

環境づくりを促進します。また、雇用の拡大や企業が求める人材を育成するための情報提

供をはじめ、多様な働き方に関する支援や情報提供を推進します。 

 

取組名 取組内容 担当課 

雇用の機会均等や

ハラスメント防止

の促進(21) 

○ 市の広報紙やホームページ、ポスター等様々な媒体を

活用し「男女雇用機会均等法」等、関係法令の周知や

各種ハラスメント防止の促進に努めます。 

商工観光課 

就労環境の整備の

促進（新） 

○ 企業等に対して、労働関係法令や働きやすい職場づく

りに関する情報の提供及び啓発に努めます。 
商工観光課 

女性の能力開発等

に関する広報(23) 

○ 「岡山県男女共同参画推進センター（ウィズセン

ター）」で開催される各種講座等について、庁内窓口

にパンフレットを設置するなど、周知に努めます。 

総合政策課 

女性の創業等を支

援する取組の充実

(24) 

○ 市の広報やホームページ等を活用し、岡山県女性創業

サポートセンターの事業や市の創業に関する施策の

周知に努めます。 

○ 創業相談や女性創業セミナーの開催等を通して、多様

な働き方に関する支援や情報提供を推進します。 

○ 女性の理工系分野への進出を支援するため、出前授業

等の実施について検討します。 

総合政策課 

商工観光課 

農畜産業等におけ

る男女共同参画の

促進(25) 

○ 農業の「家族経営協定」制度等の普及に努め、家族経

営協定締結数の増加を目指します。 

○ 男女共同参画の視点に立った家内労働者や家族従事

者の労働環境の整備を促進します。 

○ 岡山県知事が認定している「岡山県農業士」に、女性

を積極的に推薦します。 

農業畜産振興

課 
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基本施策６ ワーク・ライフ・バランスの推進 

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の一層の推進に向けて、家事や育児、

介護の役割を性別にかかわらず協力して担えるよう意識啓発に努めます。また、柔軟な働

き方が選択できる職場環境づくりを推進します。 

 

取組名 取組内容 担当課 

多様な働き方の実

現（新） 

○ 在宅就労やフレックスタイム制など、ワーク・ライフ・

バランスの観点から、性別にかかわらず子育てをしな

がら働くことができる働き方の導入について、商工会

議所や商工会などを通して、企業等への啓発に努めま

す。 

商工観光課 

女性の再就職など

の支援（新） 

○ 結婚や妊娠、出産など、ライフステージの転機が働く

女性の就労や社会参加の妨げにならないよう、職場復

帰や再就職について、商工会議所や商工会を通して、

企業等への啓発に努めます。 

商工観光課 

関係法制度の周知

及び情報提供や啓

発活動の推進 

(26) 

○ ワーク・ライフ・バランスの推進に向けて、市の広報

やホームページ、窓口等で、育児・介護休業制度や労

働時間の短縮などの情報を、市民や企業等に分かりや

すく発信します。 

○ 男女雇用機会均等月間（６月）などに、商工会議所や

商工会、医師会等と連携して、企業等に制度の周知を

図るとともに、性別にかかわらず誰もが育児休業等を

取得しやすい環境づくりを推進します。 

○ 新見商工会議所や阿哲商工会等の関係団体を通して、

市内企業等に岡山県が実施している「おかやま子育て

応援宣言企業」や国の「くるみん認定企業」等の周知

に努めるとともに、啓発活動に努めます。 

商工観光課 

○ ハローワークと連携し、市内の子育て広場に求人情報

を設置し、子育て家庭に情報を提供します。 
子育て支援課 

男性の家事等への

参加促進(10)(33) 

○ 男性料理教室や講座等を開催し、家庭における役割分

担や職業生活との関わり方を学ぶ場を提供し、性別に

かかわらず誰もが家事や子育て、介護等を主体的に担

い、仕事や地域活動と両立できる環境づくりを推進し

ます。 

生涯学習課 
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取組名 取組内容 担当課 

子育て支援の推進 

(28)(29)(30) 

○ 「新見市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、子

育て支援サービスの充実をはじめ、子育てに関する相

談支援体制の充実、子育て家庭の交流の場の充実な

ど、総合的な子育て支援施策を計画的に実施します。 

○ 保健師や栄養士の訪問、健診、各種教室等で、子育て

に関する正しい情報の提供と育児相談を充実し、妊娠

から子育てへの切れ目ない支援体制を整えます。 

健康医療課 

子育て支援課 

教育連携推進

課 

仕事と介護の両立

に向けた支援(31) 

○ 「新見市高齢者保健福祉計画・新見市介護保険事業計

画」に基づき、地域包括ケアや医療・介護連携、認知

症対策、介護予防等を推進するとともに、高齢者の保

健福祉サービス等の充実を図ります。 

○ 仕事と介護を両立できるよう、地域包括支援センター

やケアマネジャーが、相談対応や必要な情報提供を行

います。 

○ 「介護保険サービスのご案内」や市のホームページ等

を活用し、介護保険サービスの最新情報を分かりやす

く市民に発信するとともに「長寿社会いきいきガイ

ド」を関係機関へ配布し、高齢者福祉サービスについ

て周知を図ります。 

高齢者支援課 

庁内労働環境の整

備(27) 

○ 市職員が育児・介護休業を取得しやすい職場環境を整

え、特に男性の取得を促進します。 

○ 小・中学校職員に制度を周知し、代替職員の配置で安

心して休業できる環境を整えます。 

総務課 

学校教育課 
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【基本目標３】地域社会における男女共同参画の推進 

 

基本施策７ 地域活動における男女共同参画の促進 

社会通念や慣習にとらわれず、誰もが地域活動に参加しやすい環境づくりを推進すると

ともに、男女共同参画を推進する市民団体等と協働し、セミナーや出前講座等を実施する

など、地域における男女共同参画社会の形成を推進します。 

 

取組名 取組内容 担当課 

誰もが参加しやす

い地域活動への支

援(34) 

○ 地域での様々な活動の場において、社会通念や慣習、

慣行、性別にかかわらず誰もが地域活動に参加できる

よう啓発を推進します。 

○ 市民がスポーツ活動等における役割分担や社会生活、

職業生活との関わり方を学ぶ場の充実に努めます。 

生涯学習課 

市民団体との協働 

(35) 

○ 男女共同参画を推進する市民団体との協働による、セ

ミナーや出前講座の開催をはじめ、意見交換会の実施

に努めます。 

総合政策課 

地域活動を行う団

体への支援 

(36)(37) 

○ 社会通念や慣習、慣行、性別にかかわらず誰もが参加

しやすい地域活動を推進し、地域活動を担う各種団体

の活動を支援します。 

市民課 

○ 女性グループを中心とした「新見もったいない市」や

「ひな祭り」等について、多様な媒体を活用した市民

への周知や参加の促進などを通して、地域活動を支援

します。 

商工観光課 
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基本施策８ 防災・減災分野における男女共同参画の推進 

地域の防災、減災活動に男女共同参画の視点を取り入れ、女性の防災士資格の取得や自

主防災組織の活動への女性の参画を促進します。また、消防団員に女性や若い世代の入団

を促進し、多様な視点を生かした地域防災力の向上を図ります。 

 

取組名 取組内容 担当課 

男女共同参画の視

点による防災活動 

(62) 

○ 女性の防災士資格の取得や自主防災組織における防

災活動への女性の参画など、男女共同参画の視点を踏

まえた地域における防災、減災活動を促進します。 

総務課 

女性消防団員等の

充実(63) 

○ 女性の若い世代の力を地域防災に生かすため、新見公

立大学において、学生機能別消防団員の入団促進を目

的とした説明会等を実施し、入団者を増やすことで女

性の参画を推進します。 

○ 他の市町の女性消防団員が集まる研修会や情報交換

会への参加、交流を通じて、女性消防団員の知識や技

術の向上を図ります。 

消防本部 
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基本施策９ 国際交流の推進と多文化共生の意識づくり 

外国語講座の開催や地域で外国人と触れ合う機会を設け、市民の国際意識と多文化共生

への理解を深めます。また、学校や地域における多様な取組を通して、児童・生徒の国際

理解を深め、多文化共生の意識を育みます。 

 

取組名 取組内容 担当課 

多文化共生の理解

促進(38) 

○ 外国語講座等の開催や地域で外国人と触れ合う機会

の提供を通して、市民の国際意識を高めるとともに、

異文化や多文化共生についての理解を促進します。 

教育連携推進

課 

国際理解と国際交

流の推進(39) 

○ 女性の人権に関する国際的な条約や制度等の情報を

収集し、市民に提供します。 

○ 「国際交流ふれあいデイ」等の開催をはじめ、姉妹都

市、友好都市との国際交流を推進し、女性問題や男女

共同参画に関する意見交換等を通して、市民への多文

化共生に対する理解を促進します。 

教育連携推進

課 

○ 小・中学校において、ＡＬＴと教員の共同授業や行事

への参加を通して地域との交流の機会を増やし、児

童・生徒への多文化共生に対する理解を促進します。 

○ 国際交流支援員の活用などにより、ＡＬＴが安心して

働ける環境の整備に努めます。 

学校教育課 

国際理解教育の推

進(40) 

○ 小・中学校の授業や行事、就学前施設への訪問等を通

して、ＡＬＴと児童・生徒が交流することで、児童・

生徒の国際意識を高めるとともに、多文化共生に対す

る理解を促進します。 

学校教育課 

 

  



72 

 

【基本目標４】生涯にわたる健康づくりへの支援 

 

基本施策 10 ライフステージに応じた健康づくりへの支援 

誰もが生涯にわたって健康で心豊かに暮らすことができる社会の実現に向けて、健康教

室や各種健診、がん検診等を通して、市民への生活習慣病予防や運動習慣の定着、健康に

関する正しい知識の普及を推進します。 

児童・生徒に対しては、発達段階に応じた健康に関する正しい知識を身に付けることが

できる、学びの場の充実に努めます。 

 

取組名 取組内容 担当課 

生涯にわたる健康

づくりの推進(41) 

○ 健康教室や各種健康診査、がん検診をはじめ、生活習

慣病の予防や健康に関する正しい知識の普及、運動習

慣の定着を図る取組を推進します。 

○ 高血圧や高血糖を予防するとともに、重症化しないよ

う、啓発や健診の受診勧奨、保健指導を行います。 

○ 乳がん、子宮頸がん検診については、乳幼児健診時等

を活用して受診を勧奨するとともに、乳がんの自己検

診方法の普及に努めます。 

健康医療課 

健康寿命延伸の支

援(42) 

○ ケーブルテレビ放送やサロン等での実践指導を通し

て、高齢者を対象とした「新見で～れ～ええ体操」の

普及に努め、運動習慣の定着を図るとともに、ロコモ

ティブシンドロームやフレイルの予防を促進します。 

高齢者支援課 

児童・生徒への健

康支援(43) 

○ 小・中学校においてＨＩＶ／エイズに関する教育に取

り組み、発達の段階に応じた性教育を推進します。 

○ 健康に関する正しい知識を身に付けることができる

よう、小・中学校で禁酒、禁煙、薬物乱用等をテーマ

とした保健学習、喫煙による健康への影響に関する講

座等を開催し、正しい知識の普及に努めます。 

学校教育課 

高校生への妊娠・

出産の正しい知識

の普及(44) 

○ 高校生を対象に妊よう性講座を開催し、妊娠や出産に

ついての正しい知識の普及に努めます。 
健康医療課 
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基本施策 11 母子保健の充実 

妊婦、産婦健診や乳児健診等の受診勧奨により、親子の健康づくりを支援するとともに、

地区担当保健師による育児への不安や負担感を抱える親子への伴走型相談支援など、関係

機関と連携し、妊娠期から子育て期にかけて、切れ目のない母子保健事業を推進します。 

 

取組名 取組内容 担当課 

母子保健サービス

の充実(45) 

○ 親子健康手帳交付時や家庭訪問などの機会に、妊婦健

康診査や妊婦歯科健康診査、産婦健康診査、乳児健康

診査の必要性や内容の説明、受診勧奨を行い、親子の

健康づくりを支援します。 

○ 地区担当保健師を中心に関係機関と連携し、育児への

不安や負担感を抱える親子を支援するとともに、伴走

型相談支援事業の実施などにより、妊娠期からの切れ

目ない支援を推進します。 

○「妊娠・出産・応援パッケージ事業」の実施など、安

心して妊娠、出産ができる環境づくりを推進します。 

健康医療課 

母性保護や健康管

理の啓発(46) 

○ 親子健康手帳交付時に、仕事を持つ妊産婦に「母性健

康管理指導事項連絡カード」を提供し、妊娠や出産に

関する健康管理について啓発します。 

健康医療課 

○ 市の広報やホームページ、ポスターやパンフレット等

を活用し、仕事を持つ女性の母性保護や健康管理につ

いて、事業主が「母性健康管理指導事項連絡カード」

の記載内容に応じて適切な措置を講じるよう、企業等

への啓発に努めます。 

商工観光課 

不妊・不育に対す

る支援(47) 

○ 不妊、不育に関する相談や情報提供に努めます。 

○ 市の広報やホームページ等を活用し、不妊、不育に対

する治療費の助成についての周知を図ります。 

健康医療課 
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【基本目標５】暴力を許さないまちづくり（新見市ＤＶ防止基本計画） 

 

基本施策 12 あらゆる暴力の根絶に向けた環境づくり 

あらゆる暴力を根絶するため、様々な機会や場を活用して、ＤＶやハラスメント等あら

ゆる暴力の防止や正しい理解の促進に向けた啓発活動を推進します。 

 

取組名 取組内容 担当課 

暴力防止のための

広報・啓発(48) 

○ 「岡山県男女共同参画推進月間（毎年 11 月）」や「女

性に対する暴力をなくす運動（毎年 11 月 12 日～11

月 25 日）」の期間に合わせて、各種ハラスメントや

ＤＶ等暴力防止のための啓発活動の充実を図ります。 

総合政策課 

○ 新見商工会議所や阿哲商工会を通して、企業等に「Ｄ

Ｖ防止法」の情報を提供するとともに、ポスターや広

報物等を活用し、各種ハラスメントやＤＶ等暴力防止

のための啓発に努めます。 

商工観光課 

あらゆる暴力防止

に向けた取組(49) 

○ 職員掲示板や直属上司との面談、研修等を通して、市

職員の法令順守やハラスメント防止に対する啓発活

動を推進します。 

総務課 

青少年の健全育成

に向けた取組(50) 

○ 小・中学校の実態に応じて、成人向け書籍コーナーや

風俗施設等入場禁止の指導を行うとともに、相談窓口

の周知と相談体制の充実を図ります。 

○ 児童・生徒の保護者にフィルタリング（有害サイト利

用制限）の利用を奨励するとともに、ネット犯罪に関

する研修会を開催し、ＳＮＳ等のネットトラブルにつ

いて主体的に考える機会を設けます。 

学校教育課 

○ 街頭啓発活動や青パトによる防犯パトロール等を実

施し、青少年の健全育成を推進します。 

青少年育成セ

ンター 

被害者情報の保護

の徹底(51) 

○ 関係各課が連携し、各種ハラスメントやＤＶ等暴力被

害者情報の保護や管理を徹底するとともに、支援対象

者の情報の管理を徹底します。 

総合政策課 

市民課 
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基本施策 13 きめ細かな被害者支援体制の充実 

関係機関と連携し、ＤＶ被害者や子どもに対する相談支援体制の充実を図るとともに、

多様な媒体を活用して、相談窓口の認知の拡大を図ります。 

 

取組名 取組内容 担当課 

関係機関と連携し

た相談・支援業務

の充実(52) 

○ 警察署や女性相談所等の関係機関との連携や情報共

有を図り、ＤＶ等暴力をはじめとする相談、支援業務

の充実を図ります。 

○ ＤＶ等暴力の被害者やその家族等の自立を支援する

とともに、個々の状況に合わせた対応に努めます。 

総合政策課 

虐待等防止の推進 

(53) 

○ こども家庭センターの役割である「母子保健」と「児

童福祉」の一体的支援が実施できるよう、多様な関係

機関とのネットワークづくりに努め、児童虐待への

「予防的支援」を目標とした取組を推進します。 

○ 要保護児童対策地域協議会やケース会議を開催し、特

定妊婦や要保護児童の早期発見、迅速な対応と連携体

制による支援を実施します。 

子育て支援課 

○ 要保護児童対策地域協議会と協力し、児童虐待防止の

啓発活動を推進するとともに、児童相談所や警察署、

保健所、関係機関等と連携して対応します。 

学校教育課 

○ 高齢者や障がいのある人等への虐待の早期発見、早期

対応ができるよう、関係機関と連携した支援に努めま

す。 

○ 高齢者や障がいのある人への虐待を未然に防ぐため、

啓発活動や研修会等を開催し、権利擁護の推進を図り

ます。 

○ 権利擁護協議会や研修会を通して、地域連携ネット

ワークの構築を推進します。 

福祉課 

高齢者支援課 

相談員の派遣(54) 

○ 虐待やＤＶなどの課題を抱える子育て家庭に対して、

子ども家庭総合支援拠点相談員と男女共同参画プラ

ザ相談員が連携し、継続的に支援します。 

○ 子ども家庭総合支援拠点の定例会議等に男女共同参

画プラザ相談員が参加し、連携を深めます。 

総合政策課 
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【基本目標６】誰もが安心して暮らせる地域社会づくり 

 

基本施策 14 地域共生社会の実現に向けた取組 

高齢者や障がいのある人、外国人市民等に対する生活支援等の事業に取り組むとともに、

包括的な支援体制づくりに向けた地域福祉活動を推進します。 

 

取組名 取組内容 担当課 

健康福祉のまちづ

くりの推進（新） 

○ 高齢者や障がいのある人など誰もが地域で安心して

生活できるよう、誰もが役割と生きがいを持ち、互い

に支えたり、支えられたりする関係が循環する地域共

生社会の構築に取り組みます。 

○ 「新見市地域福祉計画」に基づき、高齢者や障がいの

ある人など誰もが地域で安心して生活できるよう、地

域における支え合いやつながり、社会参加の場づくり

や重層的な支援体制づくりに向けた、地域福祉活動を

推進します。 

福祉課 

高齢者や障がいの

ある人が暮らしや

すいまちづくり 

(55) 

○ 高齢者が、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう

「新見市高齢者保健福祉計画・新見市介護保険事業計

画」に基づき、生活支援や生活環境の向上、社会参加

や就業機会の確保、権利擁護の推進など、高齢者福祉

の充実及び介護保険事業の着実な推進に取り組みま

す。 

高齢者支援課 

○ 「新見市障がい者計画」に基づき、障がいのある人を

対象とした、多様な生活支援や社会参加、地域交流の

促進等の事業を推進します。 

○ 「新見市障がい福祉計画」「新見市障がい児福祉計画」

に基づき、障害福祉サービス及び障害児通所支援、障

害児相談支援等の提供体制の確保に向けた各種事業

に取り組みます。 

福祉課 

○ 高齢者や障がいのある人が暮らしやすいまちづくり

に向けて、ユニバーサルデザインの視点に立った施設

等の整備や移動支援の充実、防災、防犯対策の充実を

図ります。 

福祉課 

高齢者支援課 
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取組名 取組内容 担当課 

外国人市民への生

活支援(58) 

○ 外国人市民が安心して暮らせるよう、庁舎にテレビ通

訳ができるタブレットを設置し、様々な相談に対応し

ます。 

○ 外国人市民に関係する制度等について、市の広報や

ホームページ等を活用して周知を図ります。 

○ 外国人の窓口対応として、多言語対応タブレット端末

を使用することで、円滑に意思疎通が図れるよう努め

ます。 

総務課 

市民課 

バリアフリー化の

推進とユニバーサ

ルデザインの普及 

(59) 

○ 「新見市公園施設長寿命化計画」等に基づき、遊具等

や付帯する設備、建築物等の適正な維持、管理に努め

ます。 

都市整備課 

○ 公共施設のバリアフリー化とユニバーサルデザイン

普及の観点から、施設の改修や新たな施設建設時に、

手すりやスロープ、点字ブロック等の設置を促進しま

す。 

総務課 
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基本施策 15 困難な問題を抱える人への支援（新見市困難な問題を抱える女性支援計画） 

基本施策 15 の取組については「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」の規定

に基づく「市町村基本計画」として位置付け、ひとり親家庭や様々な生活上の困難を抱え

る人も安心して地域で暮らすことができるよう、多様な生活支援と相談支援体制の充実に

取り組みます。 

 

取組名 取組内容 担当課 

相談窓口の周知 

（新） 

〇 困難な問題を抱える女性への支援が届くよう、新見市

男女共同参画プラザをはじめ、岡山県女性相談支援セ

ンター等関係機関の相談窓口の周知を図るとともに、

関係機関と連携し、問題や課題の解決に向けて支援に

取り組みます。 

総合政策課 

相談支援体制の整

備（新） 

○ 生活困窮者からの相談に包括的に対応するとともに、

その自立に向けたアセスメントの実施、プランの作成

等の支援を行うほか、関係機関とのネットワークづく

りを行います。 

○ 家計に問題を抱える生活困窮者からの相談に応じ、情

報提供や助言等を行うことで、相談者自身の家計管理

能力の向上を図るとともに、早期の生活再建を支援し

ます。 

○ ひきこもりなど社会的な孤立状態にある人に、生活の

困りごとや就労、心身の問題等について相談に応じ、

解決に向けて支援します。 

福祉課 

○ 本来、大人が担うと想定されている家事や家族の世話

などを日常的に行い、過度な責任や負担を抱えている

子ども（ヤングケアラー※）の把握に努めるとともに、

必要な支援を検討します。 

子育て支援課 

学校教育課 

 

 

 

  

※ 本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子どものこと。 
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取組名 取組内容 担当課 

生活困窮家庭等に

おける子どもの支

援(57) 

○ 子育て世帯の経済的負担を軽減するため、保育料の無

償化や副食費の免除、ファミリー・サポート・センター

事業の利用料の助成等を実施するとともに、各種手当

や制度について、ＳＮＳ等を活用したプッシュ型広報

等により周知を図ります。 

〇 保護者が負担する学校給食費への支援を行い、子育て

世帯の経済的支援を推進します。 

子育て支援課 

学校教育課 

○ 地域全体で子どもを育てる気運を醸成するための活

動を推進するとともに、地域の人材による学習支援を

行い、児童・生徒の学力の向上を支援します。 

学校教育課 

○ 保護者の就労機会の確保や育児負担の軽減につなが

るよう、放課後児童クラブの運営を支援します。 

教育連携推進

課 

ひとり親家庭等へ

の自立支援(56) 

○ ひとり親家庭等の自立に向け、母子・父子自立支援員

が関係機関と連携し、相談支援体制の充実を図るとと

もに、家庭の状況に応じた就労や子育て等を支援しま

す。 

○ 養育費履行確保支援事業等を実施し、ひとり親家庭の

養育費の取り決め等を支援するとともに、制度につい

ての周知に努めます。 

子育て支援課 
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第６章 計画の推進に当たって 

 

【１】計画の推進体制 

 

１ 庁内の推進体制 

本計画に係る取組は、周知、啓発のみならず教育、労働、保健、福祉等市政の幅広い分

野に関わっています。そのため、関係する庁内部署間の連携の強化を図りながら、長期的

な視点に立ち、全庁的に計画を推進します。 

 

２ 市民や関係団体等と行政の協働による推進 

本計画を、より実効性のあるものとして推進するためには、市民や関係団体等と行政の

協働体制が必要です。地域住民や関係団体等との連携を深め、相互の理解と共通認識を持

ちながら、協働してそれぞれの役割を果たしていくための体制の整備に努めます。また、

ＤＶに関する相談業務等は、県の女性相談所や警察等の関係機関と緊密な連携を図ります。 

 

３ 計画の推進に向けた情報発信と実施体制 

本計画の推進に当たっては、市の広報やホームページ等を活用し、取組状況を市民に分

かりやすく発信します。市民の意見を施策に反映するとともに、拠点施設「新見市男女共

同参画プラザ」における機能の充実及び相談窓口の強化を図ります。さらに、新見市男女

共同参画審議会の意見を踏まえ、男女共同参画施策を着実に推進します。 

 

【２】計画の進行管理 

 

庁内においては、定期的に、本計画の進捗状況調査を実施します。本計画の着実な進行

に向けて、ＰＬＡＮ（計画）、ＤＯ（実行）、ＣＨＥＣＫ（点検・評価）、ＡＣＴＩＯＮ（改

善）による進行管理（ＰＤＣＡサイクル）に基づき、進捗状況を管理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Check 

（点検・評価）
 

Plan 

（計画） 

Do 

（実行） 

Action 

（改善） 

ＰＬＡＮ（計画） 

○ 計画を策定し、活動を立案する。 

ＡＣＴＩＯＮ（改善） 

○ 活動内容を必要に応じて見直す。 

ＤＯ（実行） 

○ 様々な主体との連携・協働によ

り事業を推進する。 

ＣＨＥＣＫ（点検・評価） 

○ 事業実施状況を点検・評価する。 

【 参考／ＰＤＣＡサイクルによる進捗状況の管理イメージ 】 
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【３】数値目標 

 

評価項目 
現状値 

（策定時） 

目標値 

（次期計画 

策定時） 

把握 

方法 

【 基本目標１ 】人権の尊重と男女共同参画の意識づくり 

１ 
社会全体において「男女は平等になっている」と思ってい

る市民の割合 
18.9％ 40.0％ １ 

２ 
学校教育の場において「男女は平等になっている」と思っ

ている市民の割合 
44.8％ 増加 １ 

【 基本目標２ 】誰もが活躍できる社会づくり（新見市女性活躍推進計画） 

３ 審議会等委員の女性委員の割合 
32.4％ 

（４月１日現在） 
40.0％ ３ 

４ 市職員の女性管理職の割合※ 
26.5％ 

（４月１日現在） 
30.0％ ３ 

５ 
就職の機会や職場（仕事の場）において「男女は平等に

なっている」と思っている市民の割合 
29.6％ 増加 １ 

６ 家族経営協定を締結している農家の数 
52 戸 

（４月１日現在） 
増加 ３ 

７ 市男性職員の育児休業取得率 
39.1％ 

（令和６年度） 
85.0％ ３ 

【 基本目標３ 】地域社会における男女共同参画の推進 

８ 
地域社会（自治会等の地域活動の場など）において「男女

は平等になっている」と思っている市民の割合 
31.0％ 増加 １ 

９ 女性防災士の人数 
14 人 

（４月１日現在） 
増加 ３ 

10 女性消防団員の人数 
64 人 

（令和６年度） 
増加 ３ 

【 基本目標４ 】生涯にわたる健康づくりへの支援 

11 乳がん検診の受診率 
32.2％ 

（令和６年度） 
増加 ３ 

12 子宮頸がん検診の受診率 
18.9％ 

（令和６年度） 
増加 ３ 

 

【 把握方法 】 

１ 市民アンケート 

２ 男女共同参画に関する市民意識調査 

３ 庁内資料 

 

※ 消防職を除く 
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評価項目 
現状値 

（策定時） 

目標値 

（次期計画 

策定時） 

把握 

方法 

【 基本目標５ 】暴力を許さないまちづくり（新見市ＤＶ防止基本計画） 

13 ＤＶ被害者で誰（どこ）にも相談しなかった市民の割合 44.3％ 減少 ２ 

【 基本目標６ 】誰もが安心して暮らせる地域社会づくり 

14 
「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」の内

容や言葉を知っている市民の割合 
25.8％※ 増加 １ 

 

【 把握方法 】 

１ 市民アンケート 

２ 男女共同参画に関する市民意識調査 

３ 庁内資料 

 

※ 「内容まで知っている」と「見聞きしたことはあるが内容までは知らない」の合計値 


